
PDF issue: 2025-11-06

ナポレオンとフランス民法典

CHIAN, Weirong / 銭, 偉栄

(出版者 / Publisher)
法学志林協会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
Review of law and political sciences / 法学志林

(巻 / Volume)
121

(号 / Number)
1

(開始ページ / Start Page)
151

(終了ページ / End Page)
188

(発行年 / Year)
2023-10-30
(URL)
https://doi.org/10.15002/00031302



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
五
一

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

銭
　
　
　
偉
　
栄

一
　
本
稿
の
目
的

　
現
在
一
般
に
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
（Code civil

）
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
一
八
〇
四
年
成
立
当
初
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法

典
（Code civil des Français

）
と
称
さ
れ
て
い
た
。
三
年
後
の
一
八
〇
七
年
九
月
三
日
デ
ク
レ（

（
（

に
お
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
フ
ラ

ン
ス
皇
帝
・
イ
タ
リ
ア
王
・
ラ
イ
ン
同
盟
の
保
護
者
」
と
い
う
名
義
で
、
民
法
典
の
名
称
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
（Code N

apoléon

）
に

変
更
し
た（

（
（

。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
失
脚
後
、
こ
の
名
称
は
一
度
廃
止
さ
れ
た
が
、
第
二
帝
政
（
一
八
五
二
年
～
一
八
七
〇
年
）
の
と
き
、
皇
帝

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
そ
れ
を
復
活
し
た
。
復
活
の
理
由
に
つ
い
て
、
一
八
五
二
年
三
月
二
七
日
デ
ク
レ
前
文（

（
（

で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。　「

ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
民
法
典
の
制
定
は
、
彼
皇
帝
の
強
力
な
意
志
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
不
朽
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の
事
業
を
準
備
し
完
成
し
た
と
こ
ろ
の
勝
れ
た
人
々
を
選
ん
だ
の
も
彼
皇
帝
で
あ
る
こ
と
、
わ
が
民
法
典
の
最
も
重
大
な
諸
問
題
が

解
決
さ
れ
た
の
も
参
事
院
に
お
け
る
彼
の
主
宰
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
公
け
の
感
謝
は
こ
の
法
典
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い

う
名
称
で
飾
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
名
称
を
復
活
す
る
の
は
歴
史
上
の
真
実
と
国
民
の
感
情
に
敬
意
を
表
す
る
に
外
な

ら
ぬ
こ
と
、
を
考
慮
し
て
命
令
す
る（

（
（

。」

　
第
三
共
和
政
（
一
八
七
〇
年
）
以
降
、
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
名
称
と
し
て
諸
法
令
の
中
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い
う
名
称
は
法
的
に
廃
止
さ
れ
な
い
ま
ま
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
今
日
に
至
っ
た（

（
（

。
こ
の
名
称
は
事
実
上
の

「
不
使
用
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
」
と
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

が
、
廃
止
の
法
的
手
続
を
経
て
い
な
い（


（

以
上
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
い
ま
だ
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
の
公
式
名
称
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い
う
名
称
の
使
用
・
不
使
用
は
政
治
的
要
因
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く（

（
（

、
そ
れ
ゆ
え
だ
ろ
う
か
、
こ
の
名
称
が
皇

帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
栄
光
を
称
え
る
単
な
る
阿
諛
の
産
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
民
法
典
へ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
貢
献
度
に
相
応
し
い
も
の
な
の

か
が
、
古
く
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
。
一
九
世
紀
三
〇
年
代
、
ツ
ァ
ハ
リ
エ
（K

arl Salom
o Zachariä v. Lingenthal. 1769–1843

）

は
そ
の
著
書
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
体
系
』
の
中
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
五
法
典
を
指
し
て
、「
こ
れ
ら
の
法
典
は
す
べ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
作
品

（Schöpfungen

）
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た（


（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
書
第
六
版
の
編
集
者
プ
シ
ェ
ル
ト
（Ernst Sigism

und Pu-

chelt. 1820–1885

）
は
、「
ツ
ァ
ハ
リ
エ
は
行
き
過
ぎ
だ
。
…
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
は
創
作
者
（Schöpfer

）
で
は
な
く
、
単
な
る
、
し
か

し
［
民
法
典
の
制
定
を
実
行
に
移
し
た
］
素
晴
ら
し
い
実
行
者
（A

usführer
）
で
あ
る
が
、
法
律
の
テ
ク
ス
ト
に
与
え
る
彼
の
個
人
的

影
響
も
ま
た
小
さ
い
」
と
断
じ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
争
い
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
な
お
続
い
た
。
フ
ェ
リ
ド
（M

urad Ferid

）
は
、

そ
の
著
書
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
』
第
一
巻
の
中
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
そ
の
個
人
的
な
影
響
力
に
よ
っ
て
審
議
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
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こ
と
を
認
め
る
も
、
一
八
五
二
年
三
月
二
七
日
デ
ク
レ
前
文
を
「
官
製
阿
諛
（adulation offi

cielle

）」
だ
と
批
判
し
、「
彼
の
実
質
的

な
影
響
力
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

　
日
本
の
状
況
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
大
野
望
大
精
力
な
く
し
て
は
民
法
典
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
と
も
謂
い

得
る（

（1
（

」
と
し
な
が
ら
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
へ
の
名
称
変
更
は
「
当
時
全
盛
で
あ
っ
た
第
一
執
政
官
へ
の
諂
諛
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
」
と
す
る
説
（
谷
口
知
平（

（1
（

）
や
、「
帝
国
の
領
土
が
フ
ラ
ン
ス
の
外
に
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
何
よ
り
も
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
栄
光
を
称
え
」
る
も
の
だ
と
す
る
説
（
石
井
三
記（

（1
（

）
な
ど
、
あ
た
か
も
政
治
的
要
因
の
み
に
よ
り
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
飾
な
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
な
評
価
が
見
受
け
ら
れ
る
。
他
方
、
野
田
良
之
は
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
の
法
典
の
制
定
に
非
常
に
熱
心
で
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
（Conseil d ’É

tat. 
「
国
務
院
」
ま
た
は
「
参
事
院
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
の
草
案
審
議
に
も
で
き
る
か
ぎ
り
出
席
し
て
、
司
会

す
る
と
と
も
に
、
法
律
家
に
伍
し
て
活
潑
な
法
律
論
を
た
た
か
わ
し
、
と
き
に
は
専
門
家
を
も
圧
倒
し
た
と
い
わ
れ
る
」
こ
と
を
根
拠
に
、

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
民
法
典
に
対
す
る
寄
与
は
単
な
る
名
目
上
の
も
の
で
は
な
く
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
名
称
は
必
ず
し
も
虚
名
と
は
い
え

な
い
」
と
い
う
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
た（

（1
（

。

　
筆
者
は
、
監
督
義
務
者
責
任
を
定
め
る
ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
の
生
成
史
に
関
す
る
研
究
に
際
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
か
ら
の
影
響
を
調

べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
上
記
の
よ
う
な
状
況
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
名
称
は
単
な
る
阿
諛
の
産
物
な
の
か
。
そ
れ
と

も
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
へ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
貢
献
度
に
見
合
っ
た
も
の
な
の
か
。
こ
う
い
う
疑
問
を
も
っ
て
研
究
を
進
め
て
い
る
う
ち
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
・
マ
リ
ア
・
テ
ー
ヴ
ェ
ン
の
労
作
『
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
に
与
え
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
影
響（

（1
（

』
に
出
会
っ
た
。
テ
ー
ヴ
ェ
ン

は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
制
定
時
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
事
務
総
長
を
務
め
て
い
た
ロ
ク
レ
（Jean-G

uillaum
e Locré. 1758–1840

）

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
議
事
録（

（1
（

を
主
な
一
次
資
料
と
し
、
そ
の
他
当
時
の
記
録
や
証
言
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
民
法
典
制
定
の
推
進
と
民

法
典
の
内
容
へ
の
寄
与
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
切
り
込
み
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
与
え
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
影
響
の
実
際
を
詳
細
に
検
証
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し
た
。

　
本
稿
は
、
テ
ー
ヴ
ェ
ン
の
上
記
著
作
を
主
な
拠
り
所
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
成
立
に
与
え
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
寄
与
度
を
検
証
し
、
そ

れ
を
通
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い
う
名
称
が
単
な
る
虚
飾
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い（

（1
（

。

二
　
一
八
〇
〇
年
ま
で
の
民
法
典
制
定

　
フ
ラ
ン
ス
王
国
全
体
の
法
統
一
を
目
指
す
法
典
編
纂
の
動
き
は
一
六
世
紀
か
ら
続
い
た（

（1
（

。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
が
始
ま
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

王
国
全
体
を
対
象
と
し
た
統
一
的
な
民
法
典
を
作
る
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
全
て
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
全
人
口
の
九

九
％
強
に
相
当
す
る
数
を
占
め
る
第
三
身
分
（Tiers état

（
2
（

）
の
切
な
る
願
い
と
な
っ
た
。
一
七
八
九
年
に
第
三
身
分
の
代
議
員
た
ち
に

配
付
さ
れ
た
「
カ
イ
エ
（cahiers

）」
と
い
う
冊
子
の
一
冊
に
、
そ
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
直
接
か
つ
明
確
に
記
さ
れ
た
。

　「
王
国
全
体
を
対
象
と
し
た
、
簡
潔
で
明
確
な
、
か
つ
統
一
的
な
民
法
典
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
典
は
、
自
然
や

理
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
地
方
お
よ
び
独
特
の
慣
習
や
あ
ら
ゆ
る
専
制
的
な
制
度
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る（

2
（

。」

　
こ
れ
を
受
け
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
（A

ssem
blée nationale constituante. 1789–1791

）
は
一
七
九
〇
年
八
月
一
六
日
デ
ク
レ（

2
（

第
二
章
第
一
九
条
に
お
い
て
、
立
法
府
で
民
法
を
改
正
し
、
憲
法
に
調
和
し
た
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
規
定
を
持
つ
一
般
法
典
を
制
定
す

る
こ
と
を
約
束
し
た（

2
（

。
こ
の
約
束
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
最
初
の
憲
法
で
あ
る
「
一
七
九
一
年
憲
法（

2
（

」（
一
七
九
一
年
九
月
三
日
）
第
一
編

の
末
尾
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
再
確
認
さ
れ
た
。
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　「
王
国
全
体
に
共
通
す
る
民
法
典
が
作
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る（

2
（

。」

　
し
か
し
、
こ
の
約
束
を
果
た
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
一
七
八
九
年
か
ら
の
一
〇
年
間
、
統
一
民
法
典
の
起
草
作
業
は
、
何
度

か
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
時
々
の
権
力
者
に
、
民
法
全
体
に
わ
た
る
統
一
的
な
法
典
を
制
定
す
る
と
い
う
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
決
定

的
に
欠
け
て
い
た（

2
（

た
め
、
い
ず
れ
も
実
を
結
ぶ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
試
み
は
ま
ず
、
初
め
て
の
男
子
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
召

集
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
三
回
目
の
議
会
で
あ
る
国
民
公
会
（Convention N

ationale. 1792–1795

）
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
国

民
公
会
に
設
置
さ
れ
た
立
法
委
員
会
は
、
カ
ン
バ
セ
レ
ス
（Jean Jacques R

égis de Cam
bacérès. 1753–1824

）
委
員
長
の
も
と

で
、
通
称
「
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
一
草
案
（
一
七
九
三
年
）」
お
よ
び
そ
れ
を
修
正
し
た
「
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
二
草
案
（
一
七
九
四
年
）」
を

国
民
公
会
に
提
出
し
た
が
、
い
ず
れ
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た（

2
（

。
国
民
公
会
に
続
く
総
裁
政
府
（D

irectoire. 1795–1799

）
の
も
と
で
、

全
体
と
し
て
、
計
三
編
・
一
一
〇
四
か
条
か
ら
な
る
「
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
三
草
案
（
一
七
九
六
年
）」
と
呼
ば
れ
る
法
案
が
作
成
さ
れ
、

議
案
提
出
権
を
持
つ
五
百
人
会
（Conseil des Cinq-cents

）
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
政
治
的
情
勢
に
よ
り
審
議
未
了
の
ま

ま
に
な
っ
て
い
た（

2
（

。
カ
ン
バ
セ
レ
ス
の
手
に
よ
る
こ
の
三
つ
の
草
案
は
結
実
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
の
ち
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
議

対
象
と
な
っ
た
政
府
委
員
会
草
案
の
土
台
と
な
っ
た（

2
（

。
と
り
わ
け
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
三
草
案
は
、
ポ
ル
タ
リ
ス
（Jean-Étienne-M

a-

rie Portalis. 1745–1807

）
に
よ
っ
て
、「
方
法
と
正
確
さ
の
最
高
傑
作
」
で
あ
り（

3
（

、「
そ
こ
に
は
、
諸
事
項
が
明
確
に
且
つ
方
法
的
に

分
類
さ
れ
て
い
る
。
聡
明
で
あ
る
と
と
も
に
学
識
あ
る
こ
の
役
人
は
、
若
し
自
分
の
知
識
と
原
理
と
を
自
由
に
展
開
せ
し
め
る
こ
と
が
出

来
…
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
何
も
な
す
べ
き
こ
と
を
残
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
、
高
く
評
価
さ
れ
た（

3
（

。
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日

の
ク
ー
デ
タ
ー
（
一
七
九
九
年
一
一
月
九
日
）
に
よ
っ
て
臨
時
の
執
政
政
府
（Consulat. 1799–1804. 

統
領
政
府
と
も
呼
ば
れ
る（

3
（

）
が
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樹
立
さ
れ
た
翌
日
、
五
百
人
会
の
立
法
・
民
法
典
並
び
に
治
安
部
会
に
民
法
典
草
案
の
起
草
が
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
一
二
月
六

日
に
草
案
の
す
で
に
完
了
し
た
部
分
の
提
出
を
、
さ
ら
に
同
月
一
六
日
に
は
草
案
の
完
了
の
有
無
を
問
わ
ず
残
り
全
部
を
直
ち
に
提
出
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
部
会
長
の
ジ
ャ
ッ
ク
ミ
ノ
ー
（Jean-Jacques-Ignace Jacquem

inot. 1754–1813

）
は
、
同
月
二
一

日
に
ジ
ャ
ッ
ク
ミ
ノ
ー
草
案
と
呼
ば
れ
る
民
法
典
草
案
を
未
完
成
の
ま
ま
五
百
人
会
に
提
出
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
当
然
な
が
ら
、
審
理

さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た（

3
（

。

　
世
界
初
の
近
代
的
民
法
典
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
歴
史
的
な
使
命
と
栄
誉
は
、
こ
う
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

三
　
一
八
〇
〇
年
以
降
の
民
法
典
制
定

１
　
法
典
編
纂
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
幕
開
け

　
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
執
政
政
府
を
樹
立
し
、
そ
の
第
一
執
政
と
な
っ
て
全
権
を
掌
握
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
強
い

リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
民
法
典
の
立
法
作
業
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
。
一
八
〇
〇
年
八
月
一
二
日
の
執
政
命
令（

3
（

で
、
破
毀
裁
判
所

（Tribunal de cassation

）
長
官
ト
ロ
ン
シ
ェ
（François-D

enis T
ronchet. 1726–1806

）、
破
毀
裁
判
所
政
府
委
員
ビ
ゴ
・
ド
・

プ
レ
ア
ム
ヌ
ー
（Félix-Julien-Jean B

igot de Préam
eneu. 1747–1825

）、
捕
獲
審
検
委
員
会
（conseil des prises

）
委
員
ポ

ル
タ
リ
ス
お
よ
び
破
毀
裁
判
所
判
事
マ
ル
ヴ
ィ
ル
（Jacques de M

aleville. 1741–1824

）
ら
四
人
を
起
草
委
員
に
任
命
し
た
（
同
命

令
一
条
・
二
条（

3
（

）。
し
か
し
、
草
案
起
草
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
わ
ず
か
四
か
月
し
か
な
か
っ
た
（
同
命
令
六
条（

3
（

）。
ナ
ポ
レ
オ
ン
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が
起
草
委
員
会
に
厳
し
い
時
間
的
制
約
を
課
し
た
の
は
、
法
の
不
確
実
性
を
克
服
す
る
た
め
に
統
一
さ
れ
た
法
制
度
を
何
よ
り
も
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
若
き
政
府
の
基
礎
を
固
め
る
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

3
（

。
そ
し
て
、
そ
れ

を
可
能
に
し
た
の
は
、
同
命
令
三
条
に
も
記
さ
れ
た
よ
う
に（

3
（

、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
降
の
歴
代
政
府
の
も
と
で
で
き
て
い
た
未
完
成
の
民

法
典
草
案
が
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ポ
ル
タ
リ
ス
ら
起
草
委
員
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
全
体
を
共
同
討
議
し
な
が
ら
民
法
典
の
起
草
作
業
を
迅
速
に
進

め
、
予
定
通
り
草
案
を
仕
上
げ
た（

3
（

。「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
お
よ
び
革
命
期
の
資
料
と
そ
の
単
な
る
継
受
を
考
慮
し
て
も
、
四
か
月

と
い
う
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
短
い
期
間（

4
（

」
で
草
案
が
完
成
し
た
の
は
、
四
人
の
起
草
委
員
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
も
つ
緊
張
感
を
共
有
す
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
草
案
は
一
八
〇
一
年
一
月
二
一
日
に
印
刷
物
と
し
て
公
表
さ
れ
た（

4
（

。
草
案
の
完
成
度
を
確
保
す
る
た
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
同
年
三
月
二

八
日
に
、
同
草
案
を
各
裁
判
所
に
送
付
す
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
各
裁
判
所
は
三
人
の
委
員
か
ら
な
る
委
員
会
で
同
草
案
を
検
討
し

た
上
、
同
年
六
月
九
日
ま
で
コ
メ
ン
ト
と
提
案
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
た（

4
（

。
草
案
に
対
し
て
、
数
多
く
の
改
善
案
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の

と
き
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
も
参
照
外
国
法
と
し
て
翻
訳
・
配
付
さ
れ
た（

4
（

。

　
一
八
〇
一
年
七
月
一
四
日
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
襲
撃
の
日
と
い
う
記
念
す
べ
き
日
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
で
の
民
法
典
草
案
の
審

議
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
日
に
、
第
一
執
政
は
、「
賢
明
か
つ
徹
底
し
た
審
議
」
の
中
で
成
熟
し
た
民
法
典
に
よ
っ
て
財
産
と
権
利
を
保
護

す
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
約
束
す
る
旨
の
告
示
を
発
し
た（

4
（

。

２
　
民
法
典
制
定
過
程
へ
の
関
与

　「
ポ
ル
タ
リ
ス
こ
そ
、
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
の
父
だ
」
と
、
カ
ピ
タ
ン
（H

enri Capitant. 1865–1937

）
は
言
う
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
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典
の
起
草
に
貢
献
し
た
す
べ
て
の
法
学
者
の
中
で
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
そ
の
高
い
学
識
と
豊
富
な
経
験
を
も
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し

た（
4
（

。
ポ
ル
タ
リ
ス
の
貢
献
度
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
の
評
価
に
過
不
足
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
当
初
、
法
の
統
一
は

専
制
政
治
に
つ
な
が
る
主
要
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
統
一
法
の
必
要
性
に
反
対
す
る
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
数
年
間
、

彼
は
法
典
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
も
強
い
疑
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と（

4
（

も
事
実
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
ミ
ノ
ー
が
未
完
成
草
案
の
提
出
に
あ

た
り
、「
こ
の
編
纂
事
業
に
お
い
て
各
人
は
覇
権
を
争
い
、
こ
の
大
事
業
に
自
己
の
氏
名
を
記
す
こ
と
を
望
む
形
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

絶
え
ざ
る
砲
火
の
裡
に
、
暴
徒
の
喧
囂
の
裡
に
自
己
の
声
を
徹
せ
し
め
る
こ
と
は
智
者
に
も
賢
者
に
も
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
述
べ（

4
（

、

当
時
は
ま
だ
安
心
し
て
民
法
典
を
起
草
で
き
る
よ
う
な
環
境
に
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
要
す
る
に
、
執
政
政
府
の
下
で
安
心
し
て
働
く

こ
と
が
で
き
る
環
境
を
作
っ
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
「
強
く
て
雄
々
し
い
手
、
万
能
な
剣（

4
（

」
が
現
れ
な
け
れ
ば
、
ポ
ル
タ
リ
ス
が
民
法

典
の
父
と
呼
ば
れ
る
日
は
来
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　（
1
）　
妨
害
の
排
除
　
　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
議
を
経
て
公
の
も
の
と
な
っ
た
最
初
の
法
案
（
序
章
・
第
一
章
・
第
二
章
）
は
、

「
公
式
通
告
（Com

m
unication offi

cielle

）」
手
続
に
則
り
、
立
法
院
（Corps législatif

）
を
通
し
て
護
民
院
（Tribunat

）
に
提

出
さ
れ
た（

5
（

。
そ
の
う
ち
の
序
章
に
関
す
る
法
案
は
、
護
民
院
で
は
六
五
票
対
一
三
票
で
否
決
さ
れ
、
立
法
院
で
は
、
ポ
ル
タ
リ
ス
が
、
通

常
「
序
論
的
講
演
（discours prélim

inaire

（
5
（

）」
と
呼
ば
れ
る
、
か
の
有
名
な
演
説
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
四
二
票
対
一
三
九

票
の
わ
ず
か
三
票
差
で
否
決
さ
れ
た（

5
（

。
続
く
第
二
章
「
身
分
証
書
」
は
護
民
院
で
採
択
さ
れ
た
が
、
第
一
章
「
私
権
の
享
有
及
び
喪
失
」

は
六
一
票
対
三
一
票
で
護
民
院
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
。
護
民
院
の
反
対
意
見
が
非
客
観
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
世
間
の

目
に
は
「
嫌
が
ら
せ
」
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

5
（

。
こ
れ
に
業
を
煮
や
し
た
第
一
執
政
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
協
議
の
上
、

第
一
章
お
よ
び
第
二
章
に
対
す
る
立
法
院
の
決
定
を
待
た
ず
に
一
八
〇
二
年
一
月
二
日
に
法
案
の
撤
回
を
護
民
院
に
通
告
し
た（

5
（

。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
ら
が
行
お
う
と
し
て
い
る
改
革
を
妨
害
す
る
護
民
院
の
議
員
た
ち
の
態
度
に
落
胆
し
た
こ
と
も
あ
っ
た（

5
（

。
し
か
し
、
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立
法
者
と
し
て
の
名
声
の
失
墜
を
恐
れ
、
無
制
限
の
権
力
へ
の
道
を
阻
ま
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い（

5
（

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
す
ぐ
に
反
撃
に
出
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
そ
の
数
週
間
後
に
リ
ヨ
ン
か
ら
第
二
執
政
カ
ン
バ
セ
レ
ス
に
宛
て
た
数
通
の
手
紙
の
中
で
、「
全
フ
ラ
ン
ス
が
護
民
院

の
悪
し
き
行
い
に
憤
慨
し
て
い
る
」（
一
八
〇
二
年
一
月
一
三
日（

5
（

）、「
憲
法
上
の
機
関
が
敵
意
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い

る
限
り
、
前
進
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
」（
一
八
〇
二
年
一
月
二
四
日（

5
（

）
な
ど
と
述
べ
、
反
対
派
議
員
を
排
除
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た（

5
（

。

　
反
対
派
議
員
排
除
の
第
一
歩
と
し
て
、
政
府
は
ま
ず
、
両
機
関
に
今
後
い
か
な
る
草
案
を
も
提
出
し
な
い
こ
と
で
立
法
作
業
を
停
止
さ

せ
た
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
当
時
す
で
に
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
て
い
た
第
一
執
政
の
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た（

6
（

。
つ
ぎ
に
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
カ
ン
バ
セ
レ
ス
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
一
七
九
九
年
憲
法
（
共
和
暦
八
年
憲
法
）
に
則
り
、
一
八
〇
二
年
一
月
一
八
日

の
元
老
院
令
を
も
っ
て
、
彼
に
反
対
す
る
議
員
を
護
民
院
（
一
〇
〇
名
）
か
ら
二
〇
名
、
立
法
院
（
三
〇
〇
名
）
か
ら
六
〇
名
を
願
い
通

り
に
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た（

6
（

。

　（
2
）　
立
法
手
続
の
改
善
　
　
と
こ
ろ
で
、
護
民
院
と
立
法
院
が
立
法
作
業
を
阻
害
す
る
原
因
は
、
両
機
関
に
法
案
修
正
権
を
認
め
な

い
一
七
九
九
年
憲
法
に
も
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
同
憲
法
の
も
と
で
は
、
立
法
権
は
、
執
政
す
な
わ
ち
政
府
、
護
民
院
と
立
法
院
に
分
割

さ
れ（

6
（

、
政
府
は
、
法
律
制
定
権
を
握
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
助
力
を
得
て
そ
れ
を
行
使
し
た（

6
（

。
法
案
を
審
議
す
る
護
民
院
は
、
採
決

権
も
修
正
権
も
有
せ
ず
、
全
体
的
に
賛
成
す
る
か
否
か
の
意
見
表
明
し
か
で
き
ず
、
立
法
院
は
全
体
と
し
て
法
案
を
承
認
す
る
か
否
決
す

る
か
の
採
決
権
し
か
有
し
な
か
っ
た（

6
（

、
か
ら
で
あ
る
。

　
序
章
に
関
す
る
草
案
が
護
民
院
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
今
後
立
法
手
続
を
ど
う
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
協
議
す
る
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
で
、
デ
ュ
マ
（G

uillaum
e M

athieu D
um

as. 1753–1837

）
か
ら
、
護
民
院
に
対
し
て
「
予
備
通
知

（com
m

unication prélim
inaire

）」
を
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た（

6
（

。
デ
ュ
マ
の
提
案
は
、
そ
の
場
で
は
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た（

6
（

が
、
第
一
執
政
は
リ
ヨ
ン
に
向
け
て
出
発
す
る
日
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
法
案
を
護
民
院
に
非
公
式
に
通
知
す
る
こ
と
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を
擁
護
し
た（

6
（

。
そ
こ
で
、
政
府
は
一
八
〇
二
年
四
月
八
日
の
決
定
に
よ
り
、
政
府
と
護
民
院
に
よ
る
法
案
に
つ
い
て
の
事
前
協
議
を
可
能

に
す
る
い
わ
ゆ
る
「
非
公
式
通
知
（Com

m
unication offi

cieuse

）」
制
度
を
導
入
し
、
法
案
の
円
滑
な
通
過
を
図
ろ
う
と
し
た（

6
（

。
こ

の
制
度
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
作
成
さ
れ
た
法
案
を
政
府
首
脳
に
提
出
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
の
採
決
に
送
付
す
る

に
先
立
ち
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
事
務
総
長
は
い
っ
た
ん
政
府
の
使
者
を
介
し
て
そ
れ
を
護
民
院
の
関
係
部
会
に
非
公
式

0

0

0

に
送
付
し
た
。

護
民
院
の
部
会
は
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
た
上
、
同
じ
く
政
府
の
使
者
を
介
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
や
改
正
案
を
記
録
し
た
議
事
録

を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
事
務
総
長
に
返
送
し
、
事
務
総
長
は
そ
れ
を
立
法
部
（Section de législation

）
に
転
送
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
立
法
部
は
、
護
民
院
の
意
見
や
改
正
案
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
鑑
定
意
見
書
を
付
し
て
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
に
提
出
す
る
が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
第
二
執
政
カ
ン
バ
セ
レ
ス
が
議
長
を
務
め
る
下
で
、
立
法
部
と
護

民
院
の
関
係
部
会
が
協
議
を
し
、
そ
の
協
議
の
結
果
が
立
法
部
に
よ
っ
て
総
会
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
総
会
は
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
最
終
案
を
採
択
し
て
第
一
執
政
に
提
出
し
、
さ
ら
に
立
法
院
に
提
出
し
て
、
立
法
院
が
当
該
法
案
を
公
式

0

0

に
護
民
院
に
転
送

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

6
（

。
非
公
式
通
知
と
い
う
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
一
七
九
九
憲
法
の
も
と
で
立
法
機
関
の
一
つ
で
あ
り
な

が
ら
、
政
府
提
出
の
法
案
に
対
し
て
修
正
権
が
な
く
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
賛
成
す
る
か
否
か
を
表
明
し
う
る
に
と
ど
ま
っ
た
護
民
院
は
、

自
己
の
意
見
や
改
正
案
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
自
ら
の
改
革
を
妨
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
反
対
派
を
排
除
し
、
法
案
の
円
滑
な
通
過
の
た
め
の
手
続
を
用
意
し
た
ナ
ポ

レ
オ
ン
は
一
八
〇
二
年
九
月
九
日
に
、
約
八
か
月
間
止
ま
っ
て
い
た
審
議
を
再
開
し
、
民
法
典
制
定
作
業
を
加
速
さ
せ
た（

7
（

。
一
八
〇
三
年

三
月
か
ら
一
八
〇
四
年
三
月
ま
で
の
一
年
間
、
民
法
典
を
構
成
す
る
三
六
個
の
単
行
法
律
が
順
次
採
決
・
公
布
さ
れ
、
最
後
に
、
一
八
〇

四
年
三
月
二
一
日
法
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
法
典
に
ま
と
め
ら
れ
、「
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
」
と
い
う
名
で
成
立
し
た（

7
（

。

　（
3
）　
議
事
録
作
成
の
提
案
　
　
一
七
九
九
年
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
創
設
さ
れ
た
当
初
、
議
事
録
は
会
議
で
の
議
論
を
再
現
す
る
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よ
う
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
七
九
九
年
一
二
月
二
六
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
（
お
そ
ら
く
第
二

回
会
議
）
で
、
ブ
リ
ュ
ヌ
（G

uillaum
e-M

aria-A
nne B

rune. 1763–1815

）
将
軍
（
の
ち
元
帥
）
は
、
議
論
の
再
現
を
せ
ず
、
単

に
議
題
と
審
議
結
果
の
み
を
記
録
し
て
議
事
録
を
作
成
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
た（

7
（

。

　
し
か
し
、
第
一
執
政
は
、
自
ら
議
長
を
務
め
た
民
法
典
草
案
を
審
議
す
る
た
め
の
第
二
回
会
議
（
一
八
〇
一
年
七
月
二
二
日
）
で
、
法

案
審
議
の
際
は
、
当
初
発
表
さ
れ
た
と
お
り
に
議
事
録
を
作
成
し
印
刷
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
た
。
こ
の
提
案
に
つ

い
て
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
テ
ィ
ボ
ド
ー
（A

ntoine-Claire T
hibaudeau. 1765–1854

）
は
、
単
な
る
要
約
に
賛
成
し
た（

7
（

。
他

方
、
ロ
デ
レ
ー
ル
（Pierre-Louis R

oederer. 1754–1835

）
は
、
民
法
典
草
案
の
審
議
に
第
一
執
政
が
出
席
し
て
お
り
、
そ
の
発
言

が
の
ち
に
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
か
を
注
意
深
く
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
慮
に
基
づ
き
、
別
の
案
を
示
し
た
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
ま
ず
は
原
案
を
提
示
し
、
次
に
原
案
に
対
す
る
懸
念
事
項
、
修
正
案
お
よ
び
修
正
理
由
な
ど
を
提
示
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た（

7
（

。
ロ
デ
レ
ー
ル
の
懸
念
に
対
し
て
、
第
一
執
政
は
こ
う
答
え
た
。

　「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
の
審
議
は
、
民
法
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
題
材
を
対
象
と
し
て
お
り
、
法
律
専
門
家
だ
け
で
行
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
ロ
デ
レ
ー
ル
が
話
す
議
事
録
よ
り
も
不
正
確
な
も
の
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。
…
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
気
に
す
る
必
要
は
な
い
。
名
高
い
法
学
者
た
ち
が
、
そ
の
述
べ
た
こ
と
を
注
意
深
く
チ
ェ
ッ
ク
す
れ

ば
よ
い
。
彼
ら
が
ま
っ
た
く
正
当
に
し
た
評
価
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
一
切
表
に
出
さ
な
い
こ
と
を
要
求
す

る
の
だ
。
だ
が
、
法
律
学
を
理
解
す
る
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
人
や
、
議
論
に
正
義
感
の
み
を
寄
与
す
る
人
は
、
そ
の
発
言
に
そ
れ

ほ
ど
注
意
す
る
必
要
は
な
い（

7
（

。」
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最
終
的
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
案
が
、
ト
ロ
ン
シ
ェ
や
ポ
ル
タ
リ
ス
の
支
持
を
得
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
了
承
さ
れ
た（

7
（

。

　
上
記
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
発
言
か
ら
、
民
法
典
制
定
へ
の
関
わ
り
方
を
示
す
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
私
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
）
は
素
人
の
意
見
を
い
う
が
、
そ
れ
を
条
文
化
す
る
の
は
法
律
専
門
家
の
仕
事
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
ど
の
よ
う
な
動
機
で
議
事
録
に
関
す
る
提
案
を
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
も
し
国
務
院
会
議
で
の
議
事
録
が
し
っ

か
り
と
ら
れ
る
な
ら
、
後
世
の
人
び
と
に
ふ
さ
わ
し
い
記
念
物
が
残
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
一
八
〇
一
年
三
月
二
一
日
の

発
言（

7
（

）
や
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
で
の
回
想
（
後
述
五
）
の
内
容
か
ら
は
、
自
ら
の
発
言
を
後
世
に
残
す
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

少
な
く
と
も
、
結
果
的
に
は
、
議
論
を
再
現
し
た
議
事
録
を
通
し
て
、「
立
法
者
と
し
て
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
を
実
証
可
能
な
形
で
後
世
に

残
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　（
4
）　
審
議
の
迅
速
化
　
　
民
法
典
の
制
定
に
情
熱
を
注
ぐ
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
そ
の
並
外
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
、
審
議
の
迅
速

化
を
図
る
こ
と
が
で
き
た（

7
（

。
そ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
、
ロ
デ
レ
ー
ル
の
証
言
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
あ
る
日
、
夜
中
の
二
時
頃
、
陸
軍
大
臣
が
行
政
会
議
（Conseil d ’adm

inistration

）
で
居
眠
り
を
し
、
数
人
の
委
員
が
疲
れ
切
っ

て
目
を
閉
じ
た
時
に
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
言
っ
た
。『
目
を
覚
ま
せ
！
　
市
民
た
ち
よ
。
目
を
覚
ま
せ
！
　
ま
だ
二
時
に
す
ぎ
な
い
、
フ
ラ

ン
ス
国
民
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
金
を
有
効
に
使
わ
な
け
れ
ば
。』」、
と（

7
（

。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
の
開
催
時
間
は
通
常
二
、
三
時
間
で
あ
る
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
議
長
を
務
め
る
と
き
は
い
つ
も
昼
の
一
二

時
か
ら
、
夜
の
七
時
、
八
時
、
と
き
に
は
九
時
ま
で
行
わ
れ
て
い
た（

8
（

。
五
、
六
時
間
ぶ
っ
通
し
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た（

8
（

。

こ
の
法
典
を
完
璧
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
願
い
で
あ
り（

8
（

、
自
分
に
と
っ
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
議
論
に
は
必
ず
参
加
し
、
彼

が
議
長
を
務
め
た
会
議
で
は
、
激
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
時
間
も
長
く
な
っ
た
の
で
あ
る（

8
（

。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、

有
名
な
美
食
家
で
も
あ
る
カ
ン
バ
セ
レ
ス
氏
が
議
長
を
務
め
た
と
き
は
、
い
つ
も
夕
食
の
時
間
を
守
る
よ
う
に
し
て
い
た（

8
（

。
そ
れ
が
で
き
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た
の
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
出
席
し
な
い
会
議
で
は
、
議
論
な
く
終
わ
り
、
単
に
前
の
会
議
で
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、

立
法
部
で
校
訂
し
た
後
に
再
提
出
し
た
様
々
な
草
案
の
審
議
に
終
始
す
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た（

8
（

、
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
長
時
間
の
審
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
集
中
力
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
デ
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
エ

ジ
プ
ト
か
ら
の
良
い
知
ら
せ
も
悪
い
知
ら
せ
も
、
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
の
制
定
作
業
か
ら
第
一
執
政
の
注
意
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た（

8
（

。

　
民
法
典
制
定
を
急
ぐ
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
気
持
ち
は
、
彼
と
ポ
ル
タ
リ
ス
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
次
の
会
話
か
ら
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て

く
る
。
あ
る
日
、
序
論
的
講
演
に
つ
い
て
ポ
ル
タ
リ
ス
に
話
し
か
け
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
執
政
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。「
市
民
ポ
ル
タ
リ
ス
よ
。
あ
な
た
は
怠
け
者
だ
。
今
、
す
べ
て
が
コ
ー
ド
（
訳
注
―
民
法
典
）
を

呼
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
こ
う
答
え
た
。「
あ
あ
、
将
軍
。
あ
な
た
は
本

当
に
誰
も
が
あ
な
た
の
魔
法
の
よ
う
な
才
能
を
持
っ
て
い
る
と
お
考
え
で
す
か
？
　
法
典
は
国
家
の
偉
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
ね
。
整
理
す
る
の
は
、
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。「
そ
う
だ
、
間
違
い
な
い
」
と
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
答
え
た
。

「
だ
が
、
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
に
前
進
だ（

8
（

！
」

３
　
民
法
典
草
案
審
議
へ
の
関
与

　（
1
）　
討
論
へ
の
積
極
的
参
加
　
　
一
八
〇
一
年
七
月
か
ら
一
八
〇
四
年
三
月
ま
で
の
間
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
民
法
典
草
案
を
審

議
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
た
会
議
は
計
一
〇
二
回
あ
っ
た
。
将
軍
と
し
て
、
そ
し
て
政
治
家
と
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
多
忙
を
極
め
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
う
ち
の
五
九
回
の
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
議
長
を
務
め
た（

8
（

。
そ
の
「
高
い
理
解
力
、
高
度
な
知
性
、
底
知
れ
ぬ
精

力
、
豊
富
な
経
験
お
よ
び
何
事
に
も
真
剣
に
取
り
組
む
生
来
の
好
奇
心（

8
（

」
を
も
っ
て
、
民
法
典
草
案
の
審
議
に
も
精
力
的
に
取
り
組
み
、
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議
論
の
場
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
ら
が
議
長
を
務
め
る
会
議
で
、
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
議
論
を
リ
ー
ド
し
、
そ
れ
を
充
実
さ
せ
て
い
た（

9
（

。
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
け
る
審
議
の
場
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
活
躍
ぶ
り
に
つ
い
て
、
テ
ィ
ボ
ド
ー
は
、
印
刷
さ
れ
た
議
事
録
で
証
明
で
き

な
い
こ
と
が
こ
こ
に
書
か
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
た
上
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　「
第
一
執
政
は
、
こ
の
法
典
が
議
論
さ
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
の
大
半
で
議
長
を
務
め
、
活
発
な
活
動
を
し
た
。
彼
は

議
論
に
挑
み
、
常
に
そ
れ
を
持
続
さ
せ
、
そ
れ
を
リ
ー
ド
し
、
常
に
活
性
化
さ
せ
て
い
た
。
彼
は
、
一
部
の
評
定
官
の
よ
う
に
、
洗

練
さ
れ
た
ス
ピ
ー
チ
や
言
葉
の
選
択
、
流
暢
な
話
し
方
に
よ
っ
て
輝
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
完
全
に
自
然
体
で
、
気
取
ら
ず
、

見
栄
を
張
ら
ず
、
率
直
に
、
会
話
ス
タ
イ
ル
で
話
し
、
討
論
の
テ
ー
マ
や
反
対
意
見
、
議
論
の
状
況
に
必
要
だ
と
さ
れ
れ
ば
、
自
然

に
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
よ
り
も
劣
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
き
に
は
、
つ
ま
り
、

問
題
を
簡
単
に
解
き
明
か
し
、
適
切
な
考
え
を
展
開
し
、
力
強
く
論
証
を
し
た
と
き
に
は
、
彼
ら
の
中
の
最
も
優
秀
な
者
に
匹
敵
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
独
自
の
表
現
方
法
で
、
し
ば
し
ば
彼
ら
を
凌
駕
し
た（

9
（

。」

　
確
か
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
法
律
の
専
門
家
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
法
の
素
養
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
若
き
こ
ろ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
旺
盛
な
読
書
欲
を
持
っ
て
い
た
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
『
法
学
提
要
』
を
丸
暗
記
し
て
い
た
と

い
う
ロ
デ
レ
ー
ル
の
証
言
が
あ
る（

9
（

。
ま
た
、
一
八
世
紀
の
思
想
家
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ル
ソ
ー
の
著
作
や
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の

精
神
』
を
読
ん
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る（

9
（

。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
簡
素
で
わ
か
り
や
す
い
文
体
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
全
体

に
与
え
た
き
わ
め
て
重
大
な
影
響
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

9
（

。
お
そ
ら
く
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
が（

9
（

、
ナ
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五

ポ
レ
オ
ン
は
法
律
の
簡
素
化
原
則
に
燃
え
て
い
た（

9
（

。
法
律
の
文
体
が
簡
潔
で
単
純
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

の
要
求
で
あ
る（

9
（

が
、
そ
れ
を
法
典
で
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
そ
の
困
難
さ
を
認
識
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
民
法
典
草
案
の
編
集
者
や
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
評
定
官
た
ち
と
と
も
に
、
簡
素
で
シ
ン
プ
ル
な
文
体
を
民
法
典
で
実
現
し
た

の
で
あ
る（

9
（

。
ト
ロ
ン
シ
ェ
お
よ
び
ポ
ル
タ
リ
ス
が
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
最
初
の
読
者
と
し
て
持
つ
こ
と
を
考
え
つ
つ
書
い

た（
9
（

」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
要
求
し
て
い
た
簡
素
で
シ
ン
プ
ル
な
文
体
を
民
法
典
で
実
現
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
要
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　（
2
）　
父
権
の
あ
り
方
　
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
ら
が
議
長
を
務
め
た
五
九
回
の
会
議
で
、
八
九
個
の
テ
ー
マ
領
域
に
つ
い
て
審
議
に

加
わ
り
、
ポ
ル
タ
リ
ス
や
ト
ロ
ン
シ
ェ
の
権
威
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
疑
問
や
考
え
を
ぶ
つ
け
、
そ
の
う
ち
の
五
九
個
の
問
題
に

つ
い
て
自
分
の
主
張
を
貫
く
こ
と
が
で
き
た（

10
（

。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
父
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
主
張
を
取

り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
南
部
の
成
文
法
地
方
と
北
部
の
慣
習
法
地
方
に
大
き
く
分
か
れ
、
両
者
の
間
で
は
、

「
父
の
権
力
（M

acht des V
aters

）」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
た（

10
（

。
南
部
の
成
文
法
に
お
け
る
父
権
（Puissance pater-

nelle

）
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
家
父
長
権
（Patria potestas

）
と
同
様
に（

10
（

、
単
な
る
保
護
の
考
え
を
超
え（

10
（

、
権
力
の
保
持
と
父
親
の
利

益
の
追
求
を
そ
の
本
質
と
す
る
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た（

10
（

。
し
か
も
、
こ
の
父
権
は
、
原
則
と
し
て
、
家
長
で
あ
る
父
が
生
存
す
る
限
り
に

お
い
て
存
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

10
（

。
こ
れ
に
対
し
、
北
部
の
慣
習
法
に
お
い
て
は
、「
父
権
は
存
在
し
な
い
」
と
の
法
諺（

10
（

が
あ
る
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
法
の
意
味
に
お
け
る
家
父
長
権
を
知
ら
な
か
っ
た（

10
（

。
そ
こ
で
の
父
権
は
子
の
利
益
の
た
め
に
の
み
働
き（

10
（

、
し
か
も
未
成
年
の
子
に

限
り
存
在
し
て
い
た（

10
（

。
も
っ
と
も
、
子
が
親
の
同
意
な
く
し
て
婚
姻
し
う
る
年
齢
を
成
人
年
齢
よ
り
も
遅
く
設
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
親

の
同
意
な
し
に
婚
姻
を
し
た
子
に
対
し
て
相
続
廃
除
（exhérédation

）
と
い
う
手
段
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
成
文
法
地
方
と
慣
習
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法
地
方
と
で
は
、
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た（

11
（

。

　
自
由
・
平
等
の
原
則
を
掲
げ
、
古
い
束
縛
か
ら
個
人
を
解
放
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
と
り
わ
け
南

部
成
文
法
に
お
け
る
強
い
父
の
権
威
を
解
体
に
向
か
わ
せ
た
。
一
七
九
二
年
八
月
二
八
日
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
父
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
が

未
成
年
者
に
限
定
さ
れ（

11
（

、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
部
慣
習
法
の
原
則
が
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
及
ぶ
よ
う
に
普
遍
化
・
一
般
化
し
た（

11
（

。
一
七
九
二

年
九
月
二
〇
日
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
成
人
年
齢
が
二
一
歳
に
設
定
さ
れ
た（

11
（

。
さ
ら
に
、
一
七
九
四
年
八
月
二
六
日
解
釈
デ
ク
レ
（
第
二
三

問
）
に
よ
っ
て
、
父
が
そ
の
強
力
な
父
権
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
持
っ
て
い
た
相
続
廃
除
の
権
利
が
剥
奪
さ
れ
た（

11
（

。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
父
の
権
威
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
き
た
懲
戒
権
は
、
少
な
く
と
も
中
世
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た（

11
（

。

絶
対
王
政
時
代
に
入
っ
て
、
父
は
、
懲
戒
権
の
行
使
と
し
て
、
自
己
に
反
抗
す
る
子
ど
も
を
投
獄
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

父
に
よ
る
権
利
の
恣
意
的
な
行
使
を
回
避
す
る
た
め
に
裁
判
所
の
関
与
を
認
め
た（

11
（

。
中
間
法
（D

roit interm
édiaire

）
時
代（

11
（

で
は
、

父
に
よ
る
懲
戒
権
の
行
使
に
裁
判
所
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
懲
戒
権
行
使
の
対
象
を
二
〇
歳
未
満
の
子
と
し
、

投
獄
の
期
間
も
最
大
限
一
年
に
抑
え
ら
れ
た（

11
（

。

　
一
八
〇
一
年
一
二
月
一
七
日
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
出
さ
れ
た
父
権
に
関
す
る
法
律
案
の
初
稿
は
全
一
五
条
か
ら
な
り
、
第
一
～

六
条
に
お
い
て
懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
が（

11
（

、
中
間
法
時
代
の
内
容
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
。
同
法
律
案
第
一
条

は
、「
父
は
、
子
の
行
動
に
対
し
て
著
し
く
重
大
な
不
満
の
原
因
を
抱
き
、
そ
の
逸
脱
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
子
を

懲
戒
場
に
拘
禁
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
そ
し
て
、
父
に
よ
る
懲
戒
権
の
濫
用
を
防
ぐ
た
め
、
第
二
条
に
お
い
て
は
裁
判
所
の
関

与
の
も
と
で
行
使
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
を
定
め
、
第
三
条
に
お
い
て
は
拘
禁
で
き
る
期
間
を
定
め
た（

12
（

。
ト
ロ
ン
シ
ェ
の
説
明
に
よ
れ

ば
、
父
権
に
関
す
る
草
案
の
規
定
は
次
の
精
神
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
父
権
は
自
然
に
基
づ
い
て
法
律
に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
親
に
、
ま
だ
婚
姻
に
よ
っ
て
独
立
し
て
い
な
い
未
成
年
の
子
お
よ
び
そ
の
財
産
の
管
理
監
督
を
す
る
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権
利
を
付
与
す
る
」、
と
い
う（

12
（

。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
由
主
義
の
要
求
を
家
族
法
に
も
貫
き
通
す
こ
と
、
と
り
わ
け
子
の
権
利
を
正
当
に
拡
大
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た（

12
（

。

こ
の
立
場
に
立
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
父
権
の
保
護
機
能
と
温
情
機
能
と
り
わ
け
父
の
権
威
（väterliche A

u-

torität
）
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
を
特
徴
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
や
問
題
提
起
を
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
考
え
で
は
、
法
案
の
中

で
は
、
本
来
、
子
ど
も
の
こ
と
を
そ
の
出
生
時
か
ら
考
え
、
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
か
、
職
業
選
択
の
た
め
の

準
備
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
結
婚
し
、
旅
行
し
、
身
分
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
規
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

12
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
の
節
［
の
規
定
］
は
、
父
親
が
自
分
の
子
ど
も
を
監
禁
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

決
定
し
た
の
だ
！
」
と
、
委
員
会
草
案
（
第
一
～
六
条
）
を
厳
し
く
批
判
し
た（

12
（

。
も
っ
と
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
の
草
案
を
覆
す
こ
と
に

成
功
せ
ず
、
草
案
は
ほ
ぼ
内
容
を
変
え
ず
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
三
七
五
条
か
ら
三
八
一
条
に
組
み
込
ま
れ
た（

12
（

。

　
他
方
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
提
案
に
よ
り
成
立
し
た
規
定
が
二
つ
あ
る
。
第
一
、
父
権
に
基
づ
く
原
則
と
し
て
、
子
は
父
親
の
同
意
な
し
に

親
元
を
離
れ
る
こ
と
も
旅
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
し
た
ら
、
父
親
は
そ
の
子
を
連
れ
戻
す
権
利
を
有
す
る
旨
を
提
案
し
た（

12
（

。

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
上
記
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
息
子
が
父
の
同
意
な
し
に
志
願
兵
と
し
て
入
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
提
案

を
し
た（

12
（

。
こ
の
提
案
は
、「
息
子
が
父
の
同
意
な
し
に
兵
役
志
願
し
う
る
年
齢
を
一
八
歳
に
設
定
す
る
こ
と
」
を
旨
と
す
る
デ
ュ
マ
お
よ

び
ト
レ
イ
ヤ
ー
ル
（Jean-B

aptiste T
reilhard. 1742–1810

）
の
提
案（

12
（

と
併
せ
て
採
用
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
原
始
規
定
三
七
四

条
と
な
っ
た（

12
（

。
第
二
、
子
は
父
親
に
対
し
て
、
そ
の
財
産
状
況
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
と

い
う
問
題
提
起
を
し
た（

13
（

。
つ
ま
り
、
子
に
財
産
状
況
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
父
親
に
対
し
て
、
子
が
そ
の
義
務
の
履

行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
出
さ
れ
た
最
終
稿
に
追
加
さ
れ

た
第
一
五
条
の
第
二
号
と
し
て
規
定
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
三
八
五
条
二
号
の
原
始
規
定
と
な
っ
た（

13
（

。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
の
規
定
の
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知
的
創
始
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る（

13
（

。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
子
の
行
為
に
対
す
る
父
親
の
民
事
責
任
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き
旨
の
提
案
を
も
し
た
。
こ
の
提
案
に
対
し
て
、

ト
ロ
ン
シ
ェ
は
、
そ
れ
は
父
権
に
基
づ
く
原
則
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
準
契
約
の
と
こ
ろ
で
規
定
す
べ
き
も
の
だ
と
説
明

し
た（

13
（

。

　
以
上
の
例
を
見
る
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
は
、
将
来
の
法
秩
序
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
く
能
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
を
法
規
定
に
具
現
化
す
る
の
は
、
軍
人
で
あ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
仕
事
で
は
な
く
、
法
律
専
門
家
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。

４
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
動
機

　
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
統
一
民
法
典
の
制
定
に
対
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ゆ
る
ぎ
な
い
政
治
的
決
意
と
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
「
法
典
編
纂
者
の
専
門
的
資
質
と
改
革
的
知
性（

13
（

」
と
の
合
体
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
以
下
に
お

い
て
、
他
国
と
の
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
と
国
内
政
治
の
安
定
化
を
図
る
こ
と
で
多
忙
を
極
め
る
は
ず
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
民
法
典
制
定
に

駆
り
立
て
た
も
の
は
一
体
何
か
を
検
証
し
た
い
。

　（
1
）　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
へ
の
憧
れ
　
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
若
き
こ
ろ
も
っ
と
も
尊
敬
す
る
古
代
の
偉
人
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

大
王
や
、
カ
エ
サ
ル
で
あ
っ
た（

13
（

。
彼
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
や
カ
エ
サ
ル
、
ス
キ
ピ
オ
、
ハ
ン
ニ
バ
ル
な
ど
古
代
の
著
名
な
軍
人

の
中
で
も
、
と
く
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
好
き
で
、「
私
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
一
流
の
ラ
ン
ク
に
置
き
ま
す
」
と
語
り（

13
（

、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
肩
を
並
べ（

13
（

、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
超
え
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た（

13
（

と
、
ブ
リ
エ
ン
ヌ
兵
学
校
で
ナ
ポ
レ
オ
ン

と
同
窓
だ
っ
た
私
設
秘
書
の
ブ
リ
エ
ン
ヌ
（Louis-A

ntoine Fauvelet de B
ourrienne. 1769–1834

（
13
（

）
が
の
ち
に
回
想
し
て
い
る
。

一
八
一
六
年
三
月
一
〇
日
～
一
二
日
の
間
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
流
謫
地
の
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
で
、
随
行
し
た
ラ
ス
・
カ
ー
ズ
（Em

m
anuel 
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一
六
九

A
ugustin D

ieudonné, Com
te de Las Cases. 1766–1842

）
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
イ
タ
リ
ア
遠
征
の
際
に
、
ア
ド
リ
ア
海

の
ほ
と
り
に
着
い
た
と
き
、
私
は
総
裁
政
府
に
宛
て
て
、
私
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
王
国
を
目
の
前
に
し
て
い
る
、
と
書
き
送
っ

た
の
だ（

14
（

！
」。
さ
ら
に
、
エ
ジ
プ
ト
遠
征
時
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
上
陸
前
の
一
七
九
八
年
六
月
二
二
日
に
発
し
た
軍
へ
の
布
告
の
中
で
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
へ
の
対
抗
意
識
を
む
き
出
し
に
し
た
ま
ま
、
兵
士
た
ち
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　「
わ
れ
わ
れ
が
や
が
て
出
会
う
最
初
の
都
市
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
建
設
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
歩
ご
と

に
、
わ
れ
わ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
の
競
争
心
を
か
き
た
て
る
に
足
る
記
念
物
の
数
々
を
見
出
す
で
あ
ろ
う（

14
（

。」

　
一
七
六
九
年
に
コ
ル
シ
カ
島
の
家
父
長
的
大
家
族
の
中
で
生
ま
れ
、
コ
ル
シ
カ
貴
族
を
父
に
持
つ（

14
（

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
九
歳
の
時
に
、
フ
ラ

ン
ス
本
国
の
オ
ー
タ
ン
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
入
学
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
一
七
七
九
年
に
国
王
の
給
費
生
と
し
て
ブ
リ
エ
ン
ヌ
兵

学
校
に
入
学
し
た
。
一
七
八
四
年
か
ら
パ
リ
士
官
学
校
で
一
年
間
の
勉
強
を
経
て
、
一
七
八
五
年
の
秋
に
ラ
・
フ
ェ
ー
ル
砲
兵
連
隊
に
配

属
さ
れ
、
軍
人
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た（

14
（

。
一
七
九
三
年
の
ト
ゥ
ー
ロ
ン
攻
囲
戦
で
砲
兵
将
校
と
し
て
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
ナ
ポ
レ

オ
ン
は
、
一
七
九
六
年
の
第
一
次
イ
タ
リ
ア
遠
征
の
時
か
ら
数
々
の
戦
い
で
勝
利
を
勝
ち
取
り
、
い
つ
し
か
「
常
勝
将
軍（

14
（

」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
分
の
名
前
を
不
滅
の
も
の
に
す
る
大
き
な
功
績
を
追
い
求
め
て
い
た（

14
（

。
最
初
、
そ
れ
は
戦
に
勝
つ
こ
と
を
意
味
し

た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
言
う
。「
私
の
権
力
は
私
の
栄
光
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
の
栄
光
は
私
が
か
ち
え
た
数
々
の
勝
利
に
由
来
し

て
い
る
。
も
し
私
が
な
お
も
栄
光
と
新
た
な
勝
利
を
権
勢
の
基
礎
に
加
え
な
け
れ
ば
、
私
の
権
力
は
失
墜
す
る
だ
ろ
う
。
私
の
今
日
あ
る

の
は
征
服
の
お
か
げ
な
の
だ
。
征
服
の
み
が
私
を
支
え
て
く
れ
る
の
だ（

14
（

」。
戦
争
に
勝
利
を
重
ね
た
こ
と
で
フ
ラ
ン
ス
国
民
か
ら
絶
大
な
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一
七
〇

人
気
を
獲
得
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
事
実
上
の
支
配
者
と
な
っ
た
。
ワ
ー
テ
ル
ロ

ー
で
敗
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
一
八
二
一
年
五
月
五
日
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
発
し
た
最
後
の
言
葉

は
「
先
頭
…
軍
…
」
で
あ
っ
た（

14
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
体
に
は
や
は
り
軍
人
の
魂
が
宿
っ
て
い
た
の
で
あ

る（
14
（

。
　
し
か
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
常
勝
将
軍
」
と
い
う
栄
光
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
立
法
者
と
い
う
栄
冠
を
欲
し
が
っ
て
い
た
。
セ

ン
ト
ヘ
レ
ナ
で
、「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
偉
大
な
将
軍
、
偉
大
な
政
治
家
、
偉
大
な
立
法
者
で
あ
る
こ
と
を
一
度
に
示
し
た
」
と
述

べ
た（

14
（

よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
常
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
を
意
識
し
、
そ
れ
に
自
身
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が

心
血
を
注
い
だ
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
と
命
名
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し
世
界
各
国
の
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ

た
時
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
つ
い
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
を
超
え
る
と
い
う
夢
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　（
2
）　
新
生
政
権
の
基
盤
強
化
　
　
一
七
九
九
年
一
二
月
一
五
日
、
一
七
九
九
年
憲
法
が
国
民
投
票
に
付
す
る
た
め
に
発
表
さ
れ
る
と

と
も
に
、
次
の
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
。

　「
憲
法
は
代
議
制
の
真
の
原
則
、
所
有
・
平
等
・
自
由
の
神
聖
な
権
利
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
…
市
民
諸
君
、
革
命
は
そ
の

発
端
と
な
っ
た
諸
原
則
に
固
定
さ
れ
る
。
革
命
は
終
わ
っ
た（

15
（

。」

　
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
、
幾
た
び
も
の
戦
争
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
強
く
し
、
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
執
政
政
府

を
開
き
、
自
身
が
第
一
執
政
と
な
っ
て
、
事
実
上
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
者
と
な
っ
た（

15
（

。
こ
の
時
点
か
ら
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
単
に
兵
士
を
率
い

る
将
軍
か
ら
、
国
民
を
率
い
る
国
家
の
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
こ
の
点
を
自
覚
し
て
い
た
。
一
八
〇
二
年
五
月
四
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日
、
第
一
執
政
は
、「
私
が
統
治
す
る
の
は
将
軍
と
し
て
で
は
な
い
、
国
民
が
、
統
治
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
的
資
質
を
私
が
も
っ
て

い
る
と
信
じ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
た（

15
（

。
さ
ら
に
、
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
の
創
設
（
一
八
〇
二
年
五
月
一
九
日
）
を
議

論
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
で
も
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
。「
私
は
、
計
り
知
れ
な
い
心
配
を
す
る
市
民
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は

決
し
て
軍
人
に
統
治
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
し
ば
し
ば
強
調
し
て
き
た
…
第
一
執
政
と
し
て
、
私
は
軍
人
と
し
て
で
は
な
く
、

一
市
民
と
し
て
統
治
し
て
い
る
の
だ
」、
と（

15
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
事
実
上
の
支
配
者
と
な
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
と
っ
て
、
今
や
国
家
元
首
（Sta-

atsoberhaupt
）
と
い
う
職
務
の
遂
行
能
力
を
証
明
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
そ
の
政
権
基
盤
を
固
め
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
た（

15
（

。

ボ
ナ
パ
ル
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
発
生
さ
せ
た
根
本
原
因
だ
っ
た
破
綻
に
近
い
国
家
財
政
を
再
建
し（

15
（

、
行
政
司
法
の
再
編
成
を
通
し
て

中
央
集
権
化
を
図
り（

15
（

、
お
よ
び
「
人
民
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
宗
教
は
政
府
の
手
中
に
に
ぎ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
固
い
信

念
を
も
っ
て
政
府
内
部
か
ら
の
根
強
い
反
対
を
押
し
切
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
オ
七
世
と
の
間
で
宗
教
協
約
（Concordat

）
を
成
立
さ
せ

（
一
八
〇
一
年
七
月（

15
（

）、
そ
し
て
民
法
典
に
よ
る
速
や
か
な
法
的
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
し
た（

15
（

。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
民
法
典
の
制
定
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、
法
の
統
一
に
対
す
る
国
民
議
会
な
い
し
第
三
身
分
の
強
い
要
求

を
満
た
し
た（

15
（

。
民
法
典
を
制
定
し
て
速
や
か
に
法
的
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
が
自
己
の
政
権
を
固
め
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
い
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
一
八
〇
六
年
に
征
服
し
た
ナ
ポ
リ
王
国
の
王
に
据
え
た
兄
の
ジ
ョ
ゼ
フ
（Joseph B

onaparte. 

1768–1844

（
16
（

）
に
宛
て
た
手
紙
（
一
八
〇
六
年
六
月
五
日
付
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
民
法
典
の
導
入
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

　「
ナ
ポ
リ
に
コ
ー
ド
を
導
入
し
な
さ
い
…
そ
れ
は
あ
な
た
の
権
力
を
強
固
な
も
の
に
し
ま
す
…
こ
れ
が
ま
た
、
民
法
典
を
勧
め
、

そ
れ
を
導
入
す
る
よ
う
に
私
を
動
か
し
た
の
で
す（

16
（

。」



法
学
志
林
　
第
一
二
一
巻
　
第
一
号�

一
七
二

四
　
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
へ

１
　
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
法
と
し
て
生
ま
れ
た
民
法
典

　
一
八
〇
四
年
三
月
一
九
日
に
民
法
典
草
案
が
立
法
院
に
提
出
さ
れ
た
際
、
ポ
ル
タ
リ
ス
は
、
立
法
院
に
お
い
て
、
提
出
の
理
由
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
た（

16
（

。「
同
一
の
主
権
の
も
と
に
あ
る
人
達
で
も
、
同
一
の
法
に
服
す
る
の
で
な
け
れ
ば
相
互
の
あ
い
だ
で
は
異
邦
人

な
の
で
あ
る
。
…
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
人
で
も
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
で
も
ア
ル
ザ
ス
人
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
で

あ
る
」、
と（

16
（

。
ポ
ル
タ
リ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
最
初
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
た
め
の
民
法
典
と
し
て
設
計
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　「
私
は
、
私
の
民
法
典
を
植
え
付
け
た
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
自
由
の
種
を
惜
し
み
な
く
播
い
た
の
で
あ
る（

16
（

」
と
、
後
年
の
ナ
ポ
レ

オ
ン
が
語
っ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
の
モ
デ
ル
と
す
る
構
想
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民

法
典
の
制
定
を
決
意
し
た
時
か
ら
す
で
に
こ
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
と
っ
て
、
民
法
典
を
作
る
こ

と
は
、
ま
ず
統
一
民
法
典
の
誕
生
を
切
望
す
る
九
九
％
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
す
る
約
束
を
果
た
し
、
も
っ
て
自
分
の
政
権
基
盤
を
固
め

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
成
果
が
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
九
年
か
ら
一
八
〇

四
年
ま
で
の
間
は
、「
起
草
者
に
と
っ
て
も
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
こ
の
法
典
を
推
進
し
た
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
も
、

そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
の
生
成
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
の
た
め
の
法
典
の
生
成
で
は
な
い（

16
（

」、
と
。

　
古
く
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
征
服
と
併
合
に
よ
っ
て
発
生
し
た
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
人
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る（

16
（

。



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
七
三

し
た
が
っ
て
、
民
法
典
成
立
の
前
後
を
問
わ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
領
土

―
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
（
一
七
九
五
年
併
合（

16
（

）、

ラ
イ
ン
川
左
岸
地
域
（
一
八
〇
一
年
併
合（

16
（

）、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
（
一
七
九
五
年
併
合（

16
（

）
の
ほ
か
、
サ
ヴ
ォ
イ
ア
（
サ
ボ
ア
）
と
ニ
ー
ス

（
一
七
九
六
年
併
合（

17
（

）、
ピ
エ
モ
ン
テ
（
一
八
〇
二
年
併
合（

17
（

）、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
リ
グ
ー
リ
ア
（
一
八
〇
五
年
併
合（

17
（

）
な
ど
イ
タ
リ
ア
の
諸

地
域（

17
（

な
ど

―
に
は
、「
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
」
は
そ
の
ま
ま
、
自
動
的
に
、
直
接
に
適
用
さ
れ
た
。

２
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
普
及

　
と
こ
ろ
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
そ
の
力
を
背
景
に
、
自
己
の
支
配
下
ま
た
は
保
護
下
に
置
い
た
国
々
に
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
広
げ
よ
う

と
し
た
。

　
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
八
〇
五
年
三
月
、
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
イ
タ
リ
ア
共
和
国
（
一
八
〇
二
年
一
月
成
立
）
を
イ
タ
リ
ア

王
国
に
変
え
、
自
ら
そ
の
国
王
と
な
っ
た（

17
（

。
そ
の
直
後
に
民
法
典
を
新
王
国
に
導
入
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
同
年
六
月
に
民
法
典
を
イ
タ

リ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
す
る
よ
う
命
じ
た（

17
（

。
一
八
〇
六
年
四
月
一
日
、
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
民
法
典
は
、Codice di N

a-

poleone il G
rande pel R

egno d ’Italia

と
い
う
名
称
で
イ
タ
リ
ア
王
国
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

17
（

。
そ
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、

ナ
ポ
リ
王
ジ
ョ
セ
フ
に
宛
て
た
一
八
〇
六
年
六
月
五
日
の
書
簡
の
中
で
、
ナ
ポ
リ
王
国
へ
の
民
法
典
の
導
入
を
強
く
勧
め
た
こ
と
は
前
述

の
と
お
り
で
あ
る
（
前
掲
三
４
）
が
、
民
法
典
が
実
際
に
導
入
さ
れ
た
の
は
一
八
〇
九
年
一
月
一
日
で
あ
っ
た（

17
（

。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス

の
政
治
的
影
響
力
が
及
ば
な
い
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
島
と
シ
チ
リ
ア
島
を
除
い
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ほ
ぼ
全
土
に
民
法
典
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ

る（
17
（

。
さ
ら
に
、
一
八
〇
六
年
に
ド
イ
ツ
南
西
部
の
諸
邦
が
フ
ラ
ン
ス
を
盟
主
と
す
る
ラ
イ
ン
同
盟
（R

heinbund

）
が
結
成
さ
れ
る
と
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
に
対
し
て
民
法
典
の
継
受
を
迫
り
、
一
八
〇
七
年
に
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
（Jean-B

aptiste N
om

père 

de Cham
pagny. 1756–1834

（
17
（

）
を
使
節
と
し
て
派
遣
し
、
ラ
イ
ン
同
盟
国
の
君
主
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
法
（droit com

m
un 
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）」
の
モ
デ
ル
と
し
て
民
法
典
の
導
入
を
働
き
か
け
た（

18
（

。

　「
同
一
の
主
権
の
も
と
に
あ
る
人
々
が
同
一
の
法
に
服
す
べ
き
だ
」
と
い
う
ポ
ル
タ
リ
ス
の
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

の
施
行
を
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
と
い
う
名
称
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
帝
国
以
外
の
国
々
に
も
広
げ
た
と
き
、
ま
た
は
広
げ
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
各
国
が
そ
れ
を
自
国
の
法
律
と
し
て
採
用

す
る
場
合
に
適
切
な
名
称
を
付
け
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
一
八
〇
七
年
、
民
法
典
の
新
版
と
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
と
い
う
新
し

い
名
称
の
採
択
に
際
し
、
ビ
ゴ
・
ド
・
プ
レ
ア
ム
ヌ
ー
は
、
立
法
院
で
演
説
を
行
っ
た（

18
（

。
そ
の
中
で
、
ビ
ゴ
・
ド
・
プ
レ
ア
ム
ヌ
ー
は
、

「
民
法
典
は
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
法
律
で
し
た
が
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
人
々
の
共
通
法
に
な
っ
た
の
で
す（

18
（

」
と
述
べ
、
名
称

変
更
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
と
い
う
名
称
で
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国

（
一
八
〇
八
年
施
行（

18
（

）、
バ
ー
デ
ン
大
公
国
（
一
八
〇
九
年
施
行（

18
（

）、
ベ
ル
ク
大
公
国
（
一
八
一
〇
年
施
行（

18
（

）
な
ど
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
ほ

か
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
（
一
八
〇
九
年
施
行（

18
（

）
や
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
公
国
（
一
八
〇
八
年
・
一
八
一
〇
年
施
行（

18
（

）
な
ど
の
国
々
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
。

　
五
　
結
び
に
代
え
て

　
一
八
一
五
年
六
月
の
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
で
敗
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
同
年
一
〇
月
一
七
日
、
そ
の
身
柄
の
扱
い
を
一
任
さ
れ
た
イ
ギ

リ
ス
に
よ
っ
て
、
南
大
西
洋
に
浮
か
ぶ
絶
海
の
孤
島
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
へ
流
謫
さ
れ（

18
（

、
一
八
二
一
年
五
月
五
日
に
そ
の
地
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
た
。
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
上
陸
の
翌
年
九
月
二
六
日
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
そ
の
人
生
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
た
。
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　「
私
の
栄
光
は
、
四
〇
回
の
戦
い
に
勝
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
そ
の
統
治
形
態
を
変
更

す
る
の
を
あ
え
て
禁
じ
よ
う
と
し
た
王
た
ち
に
私
の
意
思
を
押
し
つ
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
。
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
は

数
々
の
戦
勝
に
関
す
る
記
憶
を
消
し
去
る
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
最
後
の
行
為
が
そ
れ
ま
で
の
行
為
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
に
。
し

か
し
、
何
も
の
も
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
永
遠
に
生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
も
の
、
そ
れ
は
私
の
民
法
典
で
あ
り
、
私
の

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
事
録
で
あ
り
、
私
が
大
臣
た
ち
に
宛
て
た
す
べ
て
の
書
簡
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
私
が
行
政
官
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
と
い
う
大
家
族
を
再
興
さ
せ
た
者
と
し
て
成
し
遂
げ
た
す
べ
て
の
善
で
あ
る（

19
（

。」

　
そ
の
行
間
に
に
じ
み
出
て
く
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
対
す
る
特
別
な
愛
着
で
あ
っ
た
。
こ
の
愛
着
は
、
一
八
〇
七
年
に
ナ
ポ
レ

オ
ン
主
導
の
も
と
で
制
定
さ
れ
た
五
つ
の
法
典
の
う
ち
、
民
法
典
だ
け
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
名
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
裏
付
け

ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
誰
も
が
認
め
る
世
界
初
の
近
代
的
民
法
典
に
つ
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
一
八
〇
八
年
一
〇
月
二
二
日
に
、
す
で

に
「
民
法
典
は
世
紀
の
法
典
で
あ
る
」
と
豪
語
し
て
い
た
の
で
あ
る（

19
（

。
そ
し
て
、
こ
の
愛
着
は
決
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
う
ぬ
ぼ
れ
で
は
な

い
。

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
直
後
の
一
八
〇
五
年
に
、
ロ
ク
レ
は
、『
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
精
神

―
議
論
に
基
づ
く
』
と
い
う
著
書
の
第

一
巻
と
第
二
巻
を
出
版
し（

19
（

、
一
般
著
書
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い
う
名
称
を
使
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民

法
典
制
定
時
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
事
務
総
長
を
務
め
、
民
法
典
草
案
審
議
の
議
事
録
を
編
集
し
た
責
任
者
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
ロ

ク
レ
は
、
議
論
の
場
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
活
躍
ぶ
り
を
身
近
に
感
じ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
尊
敬
の
念
か
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
い

う
名
を
付
け
た
と
思
わ
れ
る
。
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一
九
〇
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
一
〇
〇
周
年
を
祝
う
式
典
が
盛
大
に
催
さ
れ
た
後
に
気
づ
か
さ
れ
た
民
法
典
の
改
正
を
め
ぐ
る
動

き
を
み
て
、
ポ
ワ
テ
ィ
エ
大
学
法
学
部
の
サ
ヴ
ァ
テ
ィ
エ
教
授
は
、「
共
和
暦
八
年
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
一
九
〇
四
年
に
行
わ
れ
た
こ

と
を
比
較
し
て
、
我
々
は
、
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
人
の
男
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
意
志
の
産
物
で
あ
る（

19
（

」
と
述
べ
た
。

最
後
に
、
テ
ー
ヴ
ェ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

　「
創
作
者
の
名
前
を
冠
す
る
こ
の
歴
史
的
な
法
律
作
品
を
見
る
な
ら
ば
、
た
だ
そ
の
厳
然
た
る
意
志
だ
け
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
民

法
を
数
世
紀
に
も
わ
た
る
カ
オ
ス
か
ら
脱
出
さ
せ
、
フ
ラ
ン
ス
に
初
め
て
法
の
統
一
と
権
利
の
平
等
を
も
た
ら
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

は
、
当
然
同
じ
栄
誉
が
帰
せ
ら
れ
る（

19
（

。」

＊
本
稿
を
、
学
恩
深
き
恩
師
・
故
下
森
定
先
生
に
捧
げ
ま
す
。

【
注
】

（
1
）B

ulletin des lois de l ’Em
pire français. 4e série, Paris 1807 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 6, N

o. 154 bis., S. 1.

　
以
下
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
文
献
を
引
用
す
る
と
き
は
、
ド
イ
ツ
語
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
に
準
じ
て
、
巻
数
をB

d.

と
表
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
をS.

と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）Schlosser, H

ans, G
rundzüge der N

eueren Privatrechtsgeschichte: R
echtsentw

icklungen im
 europäischen K

ontext, 10., völlig 
neu bearb. und erw

. A
ufl., H

eidelberg 2005, S. 130. 

木
村
健
助
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
判
例
」
比
較
法
研
究
九
・
一
〇
合
併
号
（
一
九
五
五
年
）
七

頁
、
石
井
三
記
編
『
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
の
２
０
０
年
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）
八
頁
〔
石
井
〕
参
照
。

（
3
）B

ulletin des lois de la R
épublique Française. 10e série, Paris 1852 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 9, S. 831. 

（
4
）
訳
文
は
木
村
・
前
掲
注
（
2
）
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
5
）
木
村
・
前
掲
注
（
2
）
八
頁
参
照
。
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（
6
）
木
村
・
前
掲
注
（
2
）
八
頁
参
照
。

（
7
）
高
橋
康
之
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
・
日
本
大
百
科
全
書
参
照
。

（
8
）
木
村
・
前
掲
注
（
2
）
八
頁
参
照
。

（
9
）Zachariä, H

andbuch des Französischen Civilrechts, 4. A
ufl., H

eidelberg 1837, B
d. 1, S. 10.

（
10
）Zachariä / Puchelt, H

andbuch des Französischen Civilrechts, 6. verm
ehrte A

ufl., H
eidelberg 1875, B

d. 1, A
nm

. 2 zu §
6.

　
な

お
、［
　
］
内
の
文
は
筆
者
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。

（
11
）Ferid/Sonnenberger, D

as Französische Zivilrecht, 2. A
ufl., H

eidelberg 1994, B
d. 1/1, S. 94 und S. 94 

（Fn 10

）. 

（
12
）
谷
口
知
平
『
仏
蘭
西
民
法
〔
I
〕
人
事
法
（
現
代
外
国
法
典
叢
書
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
復
刊
）
五
頁
。

（
13
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
一
〇
頁
以
下
。

（
14
）
石
井
編
・
前
掲
注
（
2
）
八
頁
〔
石
井
〕。

（
15
）
野
田
良
之
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
フ
ラ
ン
ク
・B

・
ギ
ブ
ニ
ー
編
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
（
14
）』（
テ
ィ
ビ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九

四
年
）
八
六
五
頁
。

（
16
）T

heew
en, Eckhard M

aria, N
apoléons A

nteil am
 Code civil, B

erlin 1991.

（
17
）Locré, La législation civile, com

m
erciale et crim

inelle de la France, ou C
om

m
entaire et com

plém
ent des codes français; 

･･･Paris 1827–1829 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 1–16.

（
18
）
筆
者
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
明
る
く
な
い
が
、
テ
ー
ヴ
ェ
ン
の
文
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
に
お
い
て
原
典
に

あ
た
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

（
19
）
江
川
英
文
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
一
五
〇
年
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
六
〇
頁
（
石
崎
政
一
郎
執
筆
）
参
照
。

（
20
）
シ
ィ
エ
ス
（
稲
本
洋
之
助
ほ
か
訳
）『
第
三
身
分
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
〔
岩
波
文
庫
〕、
二
〇
一
一
年
）
一
九
頁
、
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
21
）Cauvière, H

enry, L
’idée de codification en France : A

vant la R
édaction du Code civil, Paris 1910, S. 66. V

gl., Caroni, Pio,

“Pri-
vatrecht

”: eine sozialhistorische Einführung, 2. unveränderte A
ufl., 1999, S. 81.

（
22
）D
uvergier, Jean-B

aptiste, Collection com
plète des lois, D

écrets, O
rdonnances, R

églem
ens, avis du Conseil-d ’État. 2e. éd., Par-

is 1834 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 1, S. 312f..

（
23
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 36.

（
24
）D

uvergier, a. a. O
. 

（Fn 22

）, B
d. 3, S. 277.
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（
25
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 36; Schlosser, a. a. O
. 

（Fn 2

）, S. 129.

　
中
村
義
孝
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇

三
年
）
一
八
頁
参
照
。

（
26
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 37.

（
27
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
八
頁
、
村
井
衡
平
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
草
案
（
一
）」
神
戸
学
院
法
学
一
〇
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
二
一
八
頁
参
照
。

（
28
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
八
頁
、
村
井
・
前
掲
注
（
27
）
二
一
八
頁
以
下
。

（
29
）Schlosser, a. a. O

. 

（Fn 2

）, S. 129.

　
一
八
〇
〇
年
八
月
一
二
日
の
執
政
命
令
で
、
カ
ン
バ
セ
レ
ス
の
三
つ
の
草
案
と
ジ
ャ
ッ
ク
ミ
ノ
ー
草
案
を
草
案

審
議
の
基
礎
と
す
る
旨
を
司
法
大
臣
に
命
じ
た
（
第
三
条
）。V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 42 und Fn 68, Fn 69.

　
な
お
、「
政
府
委
員
会
草

案
」
の
名
称
は
片
山
謙
二
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
編
纂
過
程
」
関
西
学
院
大
学
法
文
学
部
研
究
年
誌
第
五
輯
（
一
九
四
一
年
）
一
七
七
頁
に
よ
る
。

（
30
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17
）, B

d. 1, S. 346. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 37.

（
31
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17
）, B

d. 1, S. 255. 

訳
文
は
ポ
ル
タ
リ
ス
（
野
田
良
之
訳
）『
民
法
典
序
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
七
年
）
七
頁
以
下
よ
り
引

用
。

（
32
）
同
年
一
二
月
一
三
日
、
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
臨
時
政
府
は
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。
第
一
執
政
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
第
二
執
政
に
は
カ
ン
バ
セ
レ
ス
が
就
任

し
た
（
金
澤
誠
「
統
領
政
府
」
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
・
日
本
大
百
科
全
書
参
照
）。

（
33
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
八
頁
、
片
山
・
前
掲
注
（
29
）
一
七
四
～
一
七
七
頁
参
照
。

（
34
）Correspondance de N

apoléon Ier : Publiée par ordre de l ’Em
pereur N

apoléon III, N
r. 5059, Paris 1860 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 6, 

S. 555f..

（
35
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
九
頁
参
照
。

（
36
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 42.

（
37
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 43.

（
38
）
前
掲
注
（
29
）
参
照
。

（
39
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
九
頁
参
照
。
マ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
四
か
月
間
で
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
こ
の
任
務
を
完
遂
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。V

gl., T
hee-

w
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 42 

（Fn 73

）.

（
40
）Ferid/Sonnenberger, a. a. O

. 

（Fn 11

）, B
d. 1/1, S. 94.

　
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
い
て
は
、
革
命
以
前
の
古
い

社
会
体
制
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
の
時
代
区
分
と
し
て
、
ほ
ぼ
一
六
世
紀
か
ら
革
命
ま
で
の
時
期
を
指
す
も
の
と
な

っ
た
（
青
山
道
夫
ほ
か
編
『
講
座
家
族
1
家
族
の
歴
史
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
一
八
〇
頁
以
下
（
遅
塚
忠
躬
執
筆
）
参
照
）。



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
七
九

（
41
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 42f..

（
42
）Correspondance, a. a. O

.

（Fn 34

）, N
r. 5490, B

d. 7

（1861

）, S.121f..
（
43
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 43.

　
た
だ
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。V

gl., Locré, 
a. a. O

. （Fn 17

）, Bd. 1, S. 73; Theew
en, a. a. O

. （Fn 16

）, S. 43 （Fn 77

）.

（
44
）Correspondance, a. a. O

.

（Fn 34

）, N
r. 5634, B

d. 7, S. 245. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 43.

（
45
）Capitant, Portalis, le Père du Code Civil, R

evue critique de législation et de jurisprudence, B
d. 56 

（1936

）, 187 u. 199; Levas-
seur, A

lain, Code N
apoleon or Code Portalis? , 43

（4

） Tulane Law
 R

eview
 762, 774 

（1969

）.

（
46
）Levasseur, a. a. O

. 

（Fn 45

）, S. 765.

　
淡
路
剛
久
「
ポ
ル
タ
リ
ス
」
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
・
日
本
大
百
科
全
書
参
照
。

（
47
）Levasseur, a. a. O

. 
（Fn 45

）, S. 765f.

（
48
）
片
山
・
前
掲
注
（
29
）
一
七
六
頁
よ
り
引
用
。

（
49
）Levasseur, a. a. O

. 

（Fn 45
）, S. 766.

（
50
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16
）, S. 43.

（
51
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 1, S. 244–316. 

序
論
的
講
演
と
い
う
訳
語
は
ポ
ル
タ
リ
ス
（
野
田
良
之
訳
）・
前
掲
注
（
31
）
に
よ
る
。

（
52
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 44.

（
53
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46.

（
54
）Correspondance, a. a. O
.

（Fn 34

）, N
r. 5907, B

d. 7, S. 452. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46.

（
55
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46.

（
56
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46.

（
57
）Correspondance, a. a. O

. 

（Fn 34

）, N
r. 5917, B

d. 7, S. 459.
　
た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
58
）Correspondance, a. a. O

. 

（Fn 34

）, N
r. 5931, B

d. 7, S. 469. 
た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 47

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
59
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 46f..

（
60
）T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 47.

（
61
）Correspondance, a. a. O

.

（Fn 34

）, N
r. 5922, B

d. 7, S. 462. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 47f..

　
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
一
〇
頁

参
照
。

（
62
）
一
七
九
九
年
憲
法
二
五
条
（
中
村
編
訳
・
前
掲
注
（
25
）
八
八
頁
）。T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 43. 



法
学
志
林
　
第
一
二
一
巻
　
第
一
号�

一
八
〇

（
63
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 43.

　
一
七
九
九
年
憲
法
二
五
条
、
五
二
条
（
中
村
編
訳
・
前
掲
注
（
25
）
八
八
頁
、
九
一
頁
）。

（
64
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
九
頁
、
平
山
栄
一
「『
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
八
年
の
憲
法
』
に
つ
い
て
」
史
学
三
五
巻
二
・
三
号
（
三
田
史
学
会
、
一
九
六
二
年
）
六

二
頁
以
下
参
照
。

（
65
）T

hibaudeau, M
ém

oires sur le Consulat 

（1799–1804

）, Paris 1827, S. 221f.. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 45.

（
66
）T

hibaudeau, a. a. O
. 

（Fn 65

）, S. 222. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 45.

（
67
）T

hibaudeau, a. a. O
. 

（Fn 65

）, S. 228. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 48.

（
68
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 49.

（
69
）T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 49.

（
70
）T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 50, 66.

　
前
回
の
審
議
が
行
わ
れ
た
の
は
同
年
一
月
六
日
で
あ
る
。

（
71
）
谷
口
・
前
掲
注
（
12
）
一
〇
頁
、
中
村
義
孝
「『
一
八
〇
四
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
』（
一
）」
立
命
館
法
学
二
〇
一
七
年
第
二
号
三
一
三
頁
以
下
参
照
。

（
72
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16
）, S. 51.

（
73
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 51.

（
74
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 51.

（
75
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 1, S. 82. 
た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 52

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
76
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 52.

（
77
）M

alraux, A
ndré, V

ie de N
apoléon par lui-m

êm
e, G

allim
ard 1991, S. 111.

　
訳
文
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編
（
小
宮
正
弘
訳
）『
ナ
ポ
レ

オ
ン
自
伝
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
三
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
78
）Ferid, D

as französische Zivilrecht, Frankfurt am
 M

ain/B
erlin 1971, B

d. 1, S. 119f..

　
も
っ
と
も
、
フ
ェ
リ
ド
は
、
審
議
の
迅
速
化
の

推
進
に
与
え
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
影
響
を
評
価
し
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
与
え
た
影
響
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。

（
79
）R

oederer, Pierre-Louis Com
te, A

utour de B
onaparte: Journal du com

te P.-L. R
œ

derer: notes intim
es et politiques d ’un fam

i-
lier des T

uileries. Introduction et N
otes par M

aurice V
itrac, Paris 1909 

（G
oogle B

ooks

）, S. 95. 

た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 
16

）, S. 57

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。
翻
訳
に
際
し
、
大
塚
幸
男
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
言
行
録
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
一
〇
一
頁
を
参
照
し
た
。

（
80
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 60.

（
81
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 56.

（
82
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 68.



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
八
一

（
83
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 67f..

（
84
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 67.
（
85
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 67f.
（
86
）R

oederer, a. a. O
. 

（Fn 79

）, S. 95. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 57. 

（
87
）A

brantès, Laure Junot, duchesse d ’, M
ém

oires de M
adam

e la duchesse D
’A

brantès, ou Souvenirs historiques sur N
apoléon, 

la R
évolution, le D

irectoire, le Consulat, l ’Em
pire et la R

estauration, Paris 1831 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 4, S. 146. 

た
だ
し
、T

heew
-

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 43

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
88
）T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 62–67. 

第
二
執
政
カ
ン
バ
セ
レ
ス
が
残
り
の
四
三
回
の
議
長
を
務
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
諸
説
あ
る
。

八
七
回
中
の
三
六
回
（
宮
崎
孝
治
郎
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）
二
二
頁
）、
八
四
回
中
の
三
六
回
（
桑
原
武
夫
編
『
世

界
の
歴
史
（
10
）
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
）
三
六
七
頁
（
桑
原
武
夫
ほ
か
執
筆
））、
一
〇
二
回
中
の
五
七
回
（
木

村
・
前
掲
注
（
2
）
七
頁
、
工
藤
庸
子
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
文
化
論
―
姦
通
小
説
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
・
政
教
分
離
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
）
二
一
三
頁
）、
一
〇
七
回
中
の
五
二
回
（
北
村
一
郎
「
作
品
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
」
同
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
２
０
０
年
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

六
年
）
四
四
頁
）、
な
ど
。

（
89
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 62.

（
90
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 54.

（
91
）T

hibaudeau, a. a. O
. 

（Fn 65

）, S. 411f..

　
た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 54

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。
翻
訳
に
際
し
て
、
宮
崎
・
前

掲
注
（
88
）
一
八
～
一
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
92
）R

oederer, a. a. O
. 

（Fn 79

）, S. 97. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 39.

　
草
案
審
議
中
に
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
「
章
句
を
引
用

し
て
委
員
を
お
ど
ろ
か
し
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
井
上
幸
治
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
』（
岩
波
書
店
〔
岩
波
新
書
〕、
一
九
五
七
年
）
九
六
頁
）。

（
93
）
井
上
・
前
掲
注
（
92
）
八
頁
。

（
94
）
宮
崎
・
前
掲
注
（
88
）
四
二
頁
以
下
。

（
95
）A
rnaud, A

ndré-Jean, Les origines doctrinales du code civil français, Paris 1969, S. 58. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 247.

（
96
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 247.

（
97
）
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
野
田
良
之
ほ
か
訳
）『
法
の
精
神
・
下
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
第
三
刷
）
一
九
五
頁
。

（
98
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 247f..



法
学
志
林
　
第
一
二
一
巻
　
第
一
号�

一
八
二

（
99
）
宮
崎
・
前
掲
注
（
88
）
四
三
頁
。

（
100
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 237.

　
テ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
同
著
の
第
二
部
第
二
章
（
六
九
～
二
三
五
頁
）
に
お
い
て
詳
細
な
検
証
を
展
開
し
て
い
る
。

（
101
）Jac, Ernest, B

onaparte et le Code civil: D
e l ’influence personnelle exercée par le Prem

ier Consul sur notre législation civile, 
Paris/Lyon 1898, S. 94. 

田
中
通
裕
「
フ
ラ
ン
ス
親
権
法
の
発
展
（
一
）」
法
と
政
治
三
八
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）
九
四
～
九
七
頁
参
照
。

（
102
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 182.

（
103
）M

aleville, A
nalyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d ’État, Paris 1805 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 1, S. 377f. V

gl., 
T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 182.

（
104
）M

aleville, zit. Locré, a. a. O
. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 16. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 182.

（
105
）
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九
五
頁
参
照
。

（
106
）Jac, a. a. O

. 

（Fn 101
）, S. 94. 

田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九
五
頁
参
照
。

（
107
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16
）, S. 182.

（
108
）Jac, a. a. O

. 

（Fn 101

）, S. 94. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, s. 182.

（
109
）O

urliac, Paul/M
alafosse, Jehande, H

istoire du droit privé B
d. 3 : Le droit fam

ilial, Paris 1968, S. 80. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 182.

　
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九
六
頁
参
照
。

（
110
）
成
文
法
地
方
に
つ
い
て
は
、M

aleville, zit. Locré, a. a. O
. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 16

参
照
。
慣
習
法
地
方
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九

七
頁
参
照
。
北
部
慣
習
法
地
方
で
は
、
一
七
世
紀
に
入
っ
て
、
国
王
権
力
に
よ
る
父
の
権
威
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
た
（
稲
本
洋
之
助
『
フ
ラ
ン
ス
の
家
族

法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
三
二
五
頁
以
下
参
照
）。

（
111
）D

uvergier, a. a. O
. 

（Fn 22

）, B
d. 4, S. 375f. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 182.

　
た
だ
し
、
テ
ー
ヴ
ェ
ン
は
一
七
九
二
年
三
月
二
八

日
デ
ク
レ
と
し
て
い
る
が
、
一
七
九
二
年
八
月
二
八
日
の
誤
植
で
あ
る
。

（
112
）O

urliac/M
alafosse, a. a. O

. 

（Fn 109

）, S. 80. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 182f..

　
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
一
〇
四
頁
参
照
。

（
113
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 183.

（
114
）D

uvergier, a. a. O
.

（Fn 22

）, B
d. 7, S.258.

　
稲
本
・
前
掲
注
（
110
）
三
二
六
頁
お
よ
び
三
二
七
頁
脚
注
（
199
）、
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
一
〇
四
頁

以
下
参
照
。
こ
の
立
場
は
政
府
委
員
会
草
案
に
受
け
継
が
れ
た
（Locré, a. a. O

. 

（Fn 17
）, B

d. 7, S. 17

）。

（
115
）
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九
一
頁
参
照
。

（
116
）
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
九
六
頁
参
照
。



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
八
三

（
117
）
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
の
一
七
八
九
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
の
一
八
〇
四
年
ま
で
の
約
一
五
年
間
を
指
す
（
山
口
俊
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
六
頁
参
照
）

（
118
）
田
中
・
前
掲
注
（
101
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
119
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 12–16. 

田
中
通
裕
「
フ
ラ
ン
ス
親
権
法
の
発
展
（
二
）」
法
と
政
治
三
九
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）
二
八
頁
参
照
。

（
120
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 183f..

　
初
回
は
六
月
を
超
え
な
い
も
の
と
し
、
釈
放
さ
れ
た
子
が
拘
禁
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
再
発
さ
せ
た
と
き

は
、
一
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
（
第
一
項
）、
父
親
は
第
一
項
に
定
め
る
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
項
）。

（
121
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 17. 

た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 184

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
122
）T

heew
en, a. a. O

. 
（Fn 16

）, S. 184.

　
し
か
し
他
方
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
夫
婦
間
の
権
利
と
義
務
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
け
る
草
案

審
議
（
一
八
〇
一
年
九
月
二
七
日
）
中
、
妻
が
夫
に
服
従
す
る
義
務
は
一
般
的
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
（Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 4, 

S. 396; vgl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 241

）、
自
由
主
義
の
要
求
を
家
族
法
に
も
貫
き
通
す
と
い
う
立
場
を
捨
て
て
い
る
。
コ
ル
シ
カ
の
男
性
社

会
の
伝
統
へ
の
執
着
心
（T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 129

）、
総
裁
政
府
の
も
と
で
女
性
が
道
徳
的
に
堕
落
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
反
動
（T

heew
-

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 130, 241
）
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
七
九
一
年
の
時
点
で
す
で
に
「
良
い
道
徳
が
な
け
れ
ば
共
和
国
は
存
在
し
な
い
」

（T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 131
）
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
は
、
革
命
の
結
果
、
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
個
人
の
自
由
の
是
正
が

絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
時
代
の
声
を
代
弁
し
（T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 247

）、
も
っ
て
自
己
の
政
権
基
盤
を
固
め
た
い
と
い
う
政
治
的
な
配
慮
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
お
け
る
女
性
差
別
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
と
み
子
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
お
け
る
女
性
の
地

位
」
九
大
法
学
三
一
号
（
一
九
七
五
年
）
四
一
～
七
〇
頁
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
女
性
像
に
つ
い
て
は
、
浜
本
隆
志
ほ
か
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

文
化
論

―
女
神
信
仰
・
社
会
風
俗
・
結
婚
観
の
軌
跡
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
二
三
〇
～
二
四
二
頁
（
伊
藤
誠
宏
執
筆
）、
近
藤
和
彦
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
講
義
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
六
～
一
四
三
頁
（
天
野
知
恵
子
執
筆
）
参
照
。

（
123
）Locré, a. a. O
. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 20. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 185.

（
124
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 20. 

た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 184

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。

（
125
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 186.

（
126
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 20. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16
）, S. 185.

（
127
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 20. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16
）, S. 186.

（
128
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 32.

（
129
）
田
中
・
前
掲
注
（
119
）
三
一
頁
以
下
参
照
。
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（
130
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 21.

　V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 185.
（
131
）
田
中
・
前
掲
注
（
119
）
三
六
頁
、
四
〇
頁
注
（
20
）
参
照
。

（
132
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 187.

（
133
）Locré, a. a. O

. 

（Fn 17

）, B
d. 7, S. 17. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 185. 

田
中
・
前
掲
注
（
119
）
二
九
頁
参
照
。

（
134
）
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ゴ
ウ
（
坂
上
孝
訳
）「
民
法
典CO

D
E CIV

IL

」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ/

モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
編
（
河
野
健
二
ほ
か
監
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
革

命
事
典
4
制
度
』（
み
す
ず
書
房
、1999

年
）
三
二
二
頁
。

（
135
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 39.

（
136
）B

ourrienne, M
em

oirs of N
apoleon B

onaparte, edited by R
. W

. Phipps, N
ew

 and revised ed., N
ew

 Y
ork 1892, B

d. 1, S. 421.

（
137
）B

ourrienne, a. a. O
. 

（Fn 136

）, S. 179.

（
138
）B

ourrienne, a. a. O
. 

（Fn 136

）, S. 126.

（
139
）「
ブ
リ
エ
ン
ヌ
」『
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
〔
増
補
版
〕』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
第
三
刷
）
一
二
三
五
頁
。

（
140
）Las Cases, Le M

ém
orial de Sainte-H

élène. T
exte établi et com

m
enté par G

érard W
alter, G

allim
ard 1956, B

d. 1, S. 415. V
gl., 

T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 40.

　
訳
文
は
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編
（
小
宮
訳
）・
前
掲
注
（
77
）
四
三
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
141
）A

ndré M
alraux, a. a. O

. 

（Fn 77

）, S. 57f.. 

訳
文
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編
（
小
宮
訳
）・
前
掲
注
（
77
）
六
九
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
142
）
井
上
・
前
掲
注
（
92
）
五
頁
参
照
。

（
143
）
井
上
・
前
掲
注
（
92
）
六
頁
以
下
、
井
上
幸
治
・
武
本
武
生
訳
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
一
世
）」
フ
ラ
ン
ク
・B

・
ギ
ブ
ニ
ー
編
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事

典
（
14
）』（
テ
ィ
ビ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
四
年
第
二
版
改
訂
）
八
四
五
頁
参
照
。

（
144
）
小
宮
正
弘
「『
常
勝
将
軍
』
ナ
ポ
レ
オ
ン
　
そ
の
大
い
な
る
言
葉
の
力
」
潮
一
九
九
四
年
四
月
号
一
三
八
頁
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
具
有
す
る
軍
事
的
才
能
に
つ

い
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
富
山
芳
子
訳
）『
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
ペ
ン
ギ
ン
評
伝
双
書
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
～
一
四
頁
な
ど
参
照
。

（
145
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 39.

（
146
）M
alraux, a. a. O

. 

（Fn 77

）, S. 120. 

訳
文
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編
（
小
宮
訳
）・
前
掲
注
（
77
）
一
四
九
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
147
）
小
宮
・
前
掲
注
（
144
）
一
四
五
頁
。
こ
の
言
葉
に
は
、
い
く
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
軍
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
先
頭
…
軍
」（A

ntom
m

archi, Francçois, M
ém

oires du docteur F. A
ntom

m
archi, ou Les derniers m

om
ens de N

apoléon, Paris 1825 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 2, S. 149

）、「
フ
ラ
ン
ス
、
軍
、
軍
の
先
頭
、
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
（
訳
注
―
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
最
初
の
妻
）」（M

ontholon, Charles 
T

ristan, R
écits de la Captivité de l ’Em

pereur N
apoléon à Sainte-H

élène, Paris 1847 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 2, S. 548

）、「
軍
の
先
頭



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
八
五

に
」（B

ertrand, H
enri-G

ratien, Cahiersde Sainte-H
élène Janvier – M

ai 1821. M
anuscrit déchiff

ré et annoté par Paul Fleuriot de 
Langle, Paris 1949, B

d. 3, S. 194.

）、
な
ど
。
ア
ン
ト
ム
マ
ル
キ
主
治
医
、
モ
ン
ト
ロ
ン
将
軍
お
よ
び
ベ
ル
ト
ラ
ン
将
軍
は
い
ず
れ
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
最

期
を
看
取
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ル
イ
・
マ
ル
シ
ャ
ン
（
薮
崎
利
美
編
訳
）『
ナ
ポ
レ
オ
ン
最
期
の
日
』（M

K

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
〇

三
～
三
〇
四
頁
参
照
。
な
お
、
ル
イ
・
マ
ル
シ
ャ
ン
自
身
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
従
僕
と
し
て
、
そ
の
最
期
を
看
取
っ
た
。

（
148
）
ポ
ー
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
富
山
訳
）・
前
掲
注
（
144
）
五
五
頁
、
七
八
頁
参
照
。

（
149
）Las Cases, a. a. O

. 

（Fn 140

）, B
d. 2, S. 337. V

gl., T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 40.

（
150
）Correspondance, a. a. O

. 

（Fn 34

）, N
r. 4422, B

d. 6, S. 32.

　
た
だ
し
、
訳
文
は
井
上
・
前
掲
注
（
92
）
六
九
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
151
）
一
七
九
九
年
憲
法
の
下
で
は
、
執
政
は
三
人
い
た
が
、
第
一
執
政
が
実
権
を
握
り
、
他
の
二
人
の
執
政
は
諮
問
機
関
に
近
い
（
井
上
・
前
掲
注
（
92
）
七

〇
頁
）。

（
152
）Correspondance, a. a. O

. 

（Fn 34

）, N
r. 6068, B

d. 7, S. 576. V
gl., T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 38. 

訳
文
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編

（
小
宮
訳
）・
前
掲
注
（
77
）
一
四
三
頁
以
下
よ
り
引
用
し
た
。

（
153
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16
）, S. 38.

（
154
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 40f.

（
155
）
桑
原
編
・
前
掲
注
（
88
）
一
五
七
～
一
六
〇
頁
、
三
六
五
頁
参
照
。

（
156
）
桑
原
編
・
前
掲
注
（
88
）
三
六
五
頁
参
照
。

（
157
）
桑
原
編
・
前
掲
注
（
88
）
三
六
八
～
三
七
一
頁
参
照
。
同
協
約
に
お
い
て
、「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
大
多
数
の
フ
ラ
ン

ス
人
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
」（
信
仰
の
自
由
を
認
め
る
）
代
わ
り
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
は
司
教
の
任
命
権
を
フ
ラ
ン
ス
の
第
一
執
政
に
与
え
、

教
会
財
産
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
を
巻
き
戻
し
不
可
能
な
も
の
に
す
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
158
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 40f..

　

（
159
）V

gl., Laurent, François, Principes de droit civil, B
ruxelles/Paris 1869, B

d. 1, S. 7; T
heew

en, a. a. O
. 

（Fn 16

）, S. 41.

（
160
）
北
原
敦
編
『
イ
タ
リ
ア
史
〔
新
版
　
世
界
各
国
史15

〕』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
四
七
～
三
四
九
頁
（
北
原
執
筆
）
参
照
。

（
161
）Correspondance, a. a. O

. 

（Fn 34

）, N
r. 10314, B

d. 12 

（1862

）, S. 527ff
.. 

た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 41

に
依
拠
し
て
訳
出

し
た
。

（
162
）Fenet, Pierre-A

ntoine, R
ecueil com

plet des travaux préparatoires du code civil, Paris 1827, B
d. 1, S. xcj-xcij.

（
163
）Portalis, zit. Fenet, a. a. O

. 

（Fn 162

）, S. cj-cij. 

訳
文
は
江
川
編
・
前
掲
注
（
19
）
九
四
～
九
五
頁
（
石
崎
執
筆
）
よ
り
引
用
し
た
。



法
学
志
林
　
第
一
二
一
巻
　
第
一
号�

一
八
六

（
164
）
吉
田
静
一
「
8
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
大
陸
体
制
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
18
近
代
世
界
の
展
開
II
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
二
〇
六
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
165
）Soleil, Sylvain, Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu com

m
e un m

odèle juridique pour les nations ?, dans H
istoire de la jus-

tice, 2009/1 

（N
o19

）, S. 234.

（
166
）Soleil, a. a. O

. 

（Fn 165

）, S. 231.

（
167
）
今
来
陸
郎
編
『
中
欧
史
（
新
版
）〔
世
界
各
国
史
7
〕』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
四
二
九
頁
以
下
（
河
井
田
研
朗
執
筆
）
参
照
。
一
七
九
七
年
の
カ

ン
ポ
＝
フ
ォ
ル
ミ
オ
条
約
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
民
法
典
は
当
初
か
ら
適
用
さ
れ
た
（
ア
ル
マ
ン
・
レ
ネ
（
小
梁
吉
章
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
の
国

際
私
法
の
歴
史
素
描
」
広
島
法
学
三
八
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
五
頁
参
照
）。

（
168
）V

gl., Schlosser, a. a. O
. 

（Fn 2

） , S. 133; B
ecker, JuS 1985, 339.

　
一
七
九
五
年
か
ら
事
実
上
フ
ラ
ン
ス
に
帰
属
し
、
一
八
〇
一
年
の
リ
ュ
ネ

ヴ
ィ
ル
条
約
で
フ
ラ
ン
ス
へ
の
併
合
が
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。

（
169
）
一
七
九
七
年
の
カ
ン
ポ
＝
フ
ォ
ル
ミ
オ
条
約
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
（
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
〔
新
版
世
界
各
国
史
14
〕』（
山
川
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）
三
七
〇
頁
（
河
原
温
執
筆
）、
巻
末
年
表
三
五
頁
参
照
）。
一
七
九
六
年
一
二
月
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
は
す
べ
て
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
も
有
効

に
な
っ
た
。V

gl., H
olthöfer, Luxem

burg, in: H
andbuch der Q

uellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
Bd. 3. D

as 19. Jahrhundert, 1. Teilbd., hrsg. H
elm

ut Coing, M
ünchen 1982, S. 1171.

（
170
）
重
岡
保
郎
「
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
」
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
・
日
本
大
百
科
全
書
参
照
。

（
171
）
北
原
編
・
前
掲
注
（
160
）
三
四
三
頁
参
照
。

（
172
）
民
法
典
は
一
八
〇
五
年
九
月
二
三
日
に
発
効
し
た
。V

gl., R
anieri, Italien, in: H

andbuch, B
d. III/1, a. a. O

.

（Fn 169

）, S. 212.

（
173
）
イ
タ
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
帝
国
領
の
民
法
典
適
用
に
つ
い
て
は
、R

anieri, Italien. in: H
andbuch, B

d. III/1, a. a. O
.

（Fn 169

）,  S. 212–215; 

北

原
編
・
前
掲
注
（
160
）
三
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
174
）
北
原
編
・
前
掲
注
（
160
）
三
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
175
）V

gl., R
anieri, Italien, in: H

andbuch, B
d. III/1, a. a. O

.

（Fn 169

）, S. 215.

（
176
）Il Codice Civile: T

he First T
ranslation of N

apoléon ’s Code civil: Introduction, T
he Law

 Library of Louisiana, https://lasc.
libguides.com

/Il-Codice-Civile

（
二
〇
二
二
年
一
二
月
九
日
閲
覧
）。V

gl., R
anieri, Italien, in: H

andbuch, B
d. III/1, a. a. O

.

（Fn 169

）, S. 
215.

（
177
）V

gl., R
anieri, Italien, in: H

andbuch, B
d. III/1, a. a. O

.

（Fn 169

）, S. 217.

（
178
）V

gl., R
anieri, Italien, in: H

andbuch, B
d. III/1, a. a. O

.

（Fn 169

）, S. 212–217.
　
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ウ
ル
フ
（
鈴
木
邦
夫
訳
）�



ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
銭
）�

一
八
七

『
イ
タ
リ
ア
史
　1700–1860

』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
）
三
六
五
頁
参
照
。

（
179
）
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
は
一
八
〇
七
年
八
月
九
日
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
政
府
の
外
相
に
就
任
し
た
。N

apoléon &
 Em

pire, https://w
w

w
.napoleon-em

pire.
net/personnages/cham

pagny.php

（
二
〇
二
三
年
五
月
二
一
日
閲
覧
）
参
照
。

（
180
）Schlosser, a. a. O

. 

（Fn 2

）, S. 133.

（
181
）B

igot de Préam
eneu, zit. Soleil, a. a. O

. 

（Fn 165

）, S. 237.

（
182
）W

einacht, Paul-L., Les É
tats de la C

onfédération du R
hin face au C

ode N
apoléon, dans Jean-C

lém
ent M

artin

（dir.

）, N
a-

poléon et l ’Europe : Colloque de la R
oche-sur-Y

on, 2002, S. 93; Soleil, a. a. O
. 

（Fn 165

）, S. 234.

（
183
）B

igot de Préam
eneu, zit. Soleil, a. a. O

. 

（Fn 165

）, S. 234.

（
184
）
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国
一
八
〇
七
年
一
一
月
一
五
日
憲
法
第
四
五
条
に
よ
り
、
一
八
〇
八
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。V

gl., 
C

onstitution vom
 15. N

ovem
ber 1807. A

rt. 45, zit. D
ie C

onstitutionen der europäischen Staaten seit den letzten 25 jahren, 
Leipzig und A

ltenburg 1817
（G

oogle B
ooks

）, 2. T
eil, S. 125.

（
185
）
一
八
〇
八
年
七
月
五
日
の
勅
令
に
よ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
バ
ー
デ
ン
大
公
国
の
民
法
典
ま
た
は
ラ
ン
ト
法
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

一
八
〇
九
年
七
月
一
日
、
修
正
を
受
け
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
バ
ー
デ
ン
ラ
ン
ト
法
と
し
て
そ
の
効
力
を
生
じ
、
一
八
一
〇
年
一
月
一
日
に
全
部
施
行
さ
れ
た
。

V
gl., Code N

apoléon m
it Zusäzen und H

andelsgesezen als Land-R
echt für das G

roßherzogthum
 B

aden, K
arlsruhe 1809

（G
oogle 

B
ooks

）, S. III, IV
.

（
186
）
一
八
一
〇
年
一
月
一
日
施
行
（
一
八
〇
九
年
一
一
月
一
二
日
デ
ク
レ
第
一
条
）。V

gl., N
apoleons G

esetzbuch: Einzig offi
cielle A

ufgabe für  
das G

roßherzogthum
 B

erg, D
üsseldorf 1810, A

uszug aus den U
rschriften des Staats-Secretariats.

（
187
）
オ
ラ
フ
・
モ
ー
ル
マ
ン
・
フ
ァ
ン
・
カ
ッ
ペ
ン
（
矢
澤
久
純
訳
）「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
影
響
に
つ
い
て
（
1
）」
比
較
法
雑
誌
第
三

三
巻
第
二
号
（
一
九
九
九
年
）
二
六
四
頁
参
照
。
た
だ
、
翌
年
七
月
に
オ
ラ
ン
ダ
が
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
、
一
八
一
一
年
一
月
か
ら
も
し
く
は
三
月
か
ら
フ

ラ
ン
ス
の
諸
法
典
が
施
行
さ
れ
た
に
伴
い
、
廃
止
さ
れ
た
（
同
二
六
六
頁
以
下
参
照
）。

（
188
）
ワ
ル
シ
ャ
ワ
公
国
へ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
導
入
を
決
め
た
の
は
一
八
〇
七
年
の
公
国
憲
法
第
六
九
条
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
、
旧
プ

ロ
イ
セ
ン
領
の
諸
県
に
は
一
八
〇
八
年
五
月
一
日
か
ら
、
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
の
諸
県
に
は
一
八
一
〇
年
八
月
一
五
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
発
効
し
た
。V

gl., 
Pauli, Polen, in: H

andbuch III/2, a. a. O
.

（Fn 169

）, S. 2104, 2107f..

（
189
）
藤
田
久
一
『
戦
争
犯
罪
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
〔
岩
波
新
書
〕、
一
九
九
五
年
）
一
二
～
一
八
頁
参
照
。
船
は
同
月
一
五
に
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
に
到
い
た
が
、

上
陸
し
た
の
は
一
七
日
で
あ
る
（
ル
イ
・
マ
ル
シ
ャ
ン
（
薮
崎
利
美
訳
）・
前
掲
注
（
147
）
四
〇
～
四
二
頁
）。



法
学
志
林
　
第
一
二
一
巻
　
第
一
号�

一
八
八

（
190
）M

ontholon, a. a. O
. 

（Fn 147

）, B
d. 1, S. 401. 

た
だ
し
、T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 15

に
依
拠
し
て
訳
出
し
た
。
翻
訳
に
際
し
、
宮
崎
・

前
掲
注
（
88
）
四
頁
以
下
、
石
井
編
・
前
掲
注
（
2
）
六
頁
以
下
〔
石
井
〕
を
参
照
し
た
。

（
191
）A

ndré M
alraux, a. a. O

. 

（Fn 77

）, S. 216. 

訳
文
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
編
（
小
宮
訳
）・
前
掲
注
（
77
）
二
七
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
192
）Locré, Esprit du Code N

apoléon, tiré de la D
iscussion, Paris 1805 

（G
oogle B

ooks

）, B
d. 1 u. 2. 

（
193
）Savatier, B

onaparte et le code civil: l ’art de faire les lois, Paris 1927, S. 6.

　
訳
文
は
ほ
ぼ
宮
崎
・
前
掲
注
（
88
）
一
三
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
194
）T

heew
en, a. a. O

. 

（Fn 16

）, S. 253.


